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律
令
要
略
」
に
つ
い
て

公
事
方
御
定
書
」
編
纂
期
に
お
け
る
私
撰
の
幕
府
法
律
書

高

塩

博

は
じ
め
に－

研
究
史－

一

序
と
公
事
吟
味
之
心
得

二

本
書
の
編
纂
資
料－

公
事
訴
訟
取
捌
」－

三

本
書
の
編
纂
資
料－

編
纂
途
上
の
「
公
事
方
御
定
書
」－

四

編
纂
の
意
図
と
編
者
氏
長

む

す

びは
じ
め
に－

研
究
史－

律
令
要
略
」
は
幕
府
法
に
関
す
る
私
撰
の
法
律
書
で
あ
る
。
そ
の
序
に
、「
寛
保
元
酉
年
初
夏

氏
長
」
と
あ
る
の
で
、
寛
保
元
年

（
一
七
四
一
）
四
月
の
成
立
と
見
ら
れ
て
い
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
は
翌
二
年
二
月
二
十
二
日
以
後
ま
も
な
く
の
成
立
）。
寛
保
元
年
は

「
公
事
方
御
定
書
」
成
立
の
前
年
で
あ
る
。
編
者
の
「
氏
長
」
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
そ
の
人
物
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
は
、
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序
、
公
事
吟
味
之
心
得
、
目
録
、
本
文
で
構
成
さ
れ
る
。
後
述
の
「
近
世
法
制
史
料
叢
書
本
」
に
よ
る
と
、
本
文
は
公
事
訴
訟

罪
科
之
者

取
捌
大

概
か
ら
十
五
歳
以
下
御
仕
置
ま
で
の
六
四
項
目
に
八
二
一
箇
条
の
法
文
が
類
集
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
か
な
り
流
布
し
た
ら
し
く
、
数

多
く
の
写
本
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
幕
府
法
と
み
な
し
て
利
用
し
た
藩
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

本
書
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）、『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
（
弘
文
堂
書
房
）
の
中
に
石
井
良
助
氏
の
校
訂
に
よ
っ
て
翻
刻

さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
二
十
年
後
の
昭
和
三
十
四
年
、
創
文
社
よ
り
復
刊
訂
正
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
今
日
そ
の
法
文
は
容
易
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
石
井
氏
の
解
題
は
、
本
書
の
内
容
と
価
値
に
つ
い
て
左
の
よ
う
に
簡
潔
に
記
し
て

１
）

い
る
。

律
令
要
略
は
、
そ
の
序
文
に
明
示
せ
る
如
く
、
氏
長
な
る
者
が
寛
保
元
年
に
編
述
し
た
法
律
書
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
本
叢
書
第
一

に
収
め
た
元
禄
御
法
式
と
同
じ
く
、
幕
府
の
判
決
の
要
旨
を
類
集
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
、
そ
れ
だ
け
で
も
貴
重
な
史
料

で
あ
る
が
、
殊
に
、
公
事
方
御
定
書
編
纂
の
直
前
に
編
述
さ
れ
た
点
に
特
別
の
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
多
く
は
一
巻
一
冊
よ

り
成
る
が
、
二
冊
本
、
三
冊
本
、
五
冊
本
（
十
巻
に
分
る
）
等
も
あ
る
。

律
令
要
略
」
は
そ
の
後
、
序
お
よ
び
公
事
吟
味
之
心
得
の
部
分
の
み
が
『
牧
民
心
鑑
・
素
書
・
律
令
要
略
序
等
』（『
司
法
資
料
』
別

冊
一
六
号
、
昭
和
十
八
年
、
司
法
省
秘
書
課
）
に
収
載
さ
れ
、
編
者
の
岡
琢
郎
氏
が
左
の
解
題
を
記

２
）

し
た
。

律
令
要
略
は
、
桜
町
天
皇
の
寛
保
元
年
（
皇
紀
二
四
〇
一
年
・
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
治
世
で
御
定
書
編
纂
の
あ
つ
た
年
の
前
年
に
当

る
）、
氏
長
の
著
は
し
た
も
の
で
、
公
事
訴
訟
罪
科
之
者
取
捌
大
概
以
下
拾
五
歳
御
仕
置
に
至
る
迄
約
六
十
有
餘
の
項
目
に
亙
つ

て
、
幕
府
の
裁
判
の
要
旨
を
蒐
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
収
め
た
公
事
吟
味
之
心
得
は
、
そ
の
序
文
の
次
に
記
さ
れ
て
あ
る

も
の
で
あ
つ
て
、
吟
味
の
仕
方
公
事
の
取
扱
方
等
に
つ
い
て
の
心
得
や
毎
日
の
覚
悟
な
ど
に
つ
い
て
、
簡
明
に
記
述
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
序
文
に
も
、
吟
味
の
心
得
を
詳
述
し
て
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
も
併
せ
て
収
載
し
た
。
い
づ
れ
も
編
者
所
蔵
本
を
本
と

し
、
石
井
良
助
氏
の
近
世
法
制
史
料
叢
書
本
に
拠
つ
て
校
勘
を
加
へ
た
。
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氏
長
と
い
ふ
人
の
姓
氏
や
身
分
に
つ
い
て
は
、
遽
か
に
治
定
す
る
資
料
も
な
い
の
で
あ
る
が
律
令
要
略
の
内
容
か
ら
推
し
て
も

司
法
の
方
面
に
は
相
当
深
い
関
係
の
あ
つ
た
人
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
窺
は
れ
る
、
記
し
て
後
人
の
教
を
待
つ
次
第
で
あ
る
。

石
井
氏
の
解
題
に
よ
る
に
、
本
書
は
「
幕
府
の
判
決
の
要
旨
を
類
集
し
た
も
の
」
と
思
は
れ
、「
公
事
方
御
定
書
編
纂
の
直
前
に
編

述
さ
れ
た
点
に
特
別
の
価
値
を
有
す
る
」
法
律
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
石
井
氏
は
、
本
書
を
近
世
法
制
史
上
の
重
要
史
料
の
一
つ
と
み
な

し
、
こ
れ
を
翻
刻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
公
事
方
御
定
書
」
制
定
以
前
の
幕
府
法
制
を
知
る
重
要
な
法
律
書
に
「
庁
政
談
」
が
存
す
る
。

石
井
氏
は
「
庁
政
談
」
を
翻
刻
刊
行
し
た
際
、
そ
の
解
題
の
中
で
、「
律
令
要
略
」
と
「
庁
政
談
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
内
容
の
類

似
し
て
居
る
所
よ
り
見
て
或
は
律
令
要
略
は
庁
政
談
を
増
訂
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら

３
）

れ
る
。

石
井
氏
の
翻
刻
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、「
律
令
要
略
」
を
考
察
す
る
専
論
は
現
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
行
論
の
過
程
で
本
書
に

言
及
す
る
論
考
は
い
く
つ
か
存
し
、
と
り
わ
け
中
田
薫
氏
の
言
及
に
は
、
法
律
書
と
し
て
の
本
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
指
摘
が
存
す

る
。
す
な
わ
ち
、
左
の
ご
と
く
で

４
）

あ
る
。

元
禄
乃
至
寛
保
間
の
法
源
を
通
じ
て
看
取
さ
れ
る
、
三
つ
の
中
世
法
と
異
な
る
重
要
な
法
律
観
の
変
化
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
中
略
）
そ
の
二
は
「
律
令
」
概
念
の
復
活
で
あ
る
。
前
掲
私
撰
法
規
集
の
中
特
に
異
彩
を
放
つ
も
の
は
、
已
説
の
「
大
法
」
と

「
道
理
」
と
の
軽
重
を
説
い
た
律
令
要
略
で
あ
る
。
著
者
氏
長
は
此
書
に
集
録
し
た
「
大
法
」
を
「
律
令
」
と
称
し
て
ゐ
る
。
元

来
徳
川
法
は
中
世
武
家
法
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
王
朝
の
法
体
系
に
倣
つ
て
律
令
と
称
す
る
こ
と
は
、
一
見
時

代
錯
誤
の
感
な
き
を
得
な
い
が
、「
大
明
律
令マ

マ
）」

の
影
響
を
受
け
た
著
者
が
法
規
の
中
に
は
お
の
ず
か
ら
刑
罰
を
主
と
し
た
も
の

と
指
導
的
規
範
（
所
謂
教
令
法
）
を
主
と
し
た
も
の
と
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
反
省
自
覚
し
た
法
意
識
の
発
現
で
あ
ろ
う
（
序
文

参
照
）。
こ
れ
が
当
時
に
お
け
る
法
曹
家
の
新
見
解
を
代
表
す
る
も
の
か
、
著
者
の
創
見
で
あ
る
か
は
別
問
題
と
し
て
、
確
か
に

中
世
的
法
律
観
に
比
し
数
歩
を
進
め
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
然
ら
ば
律
令
要
略
に
お
い
て
律
と
云
い
令
と
云
う
も
の
は
、
具
体
的
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に
如
何
な
る
規
定
を
指
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
か
。
一
読
し
て
分
る
よ
う
に
此
書
の
内
容
は
主
と
し
て
過
去
の
判
例
を
六
十
三
節
八

百
二
十
条
に
分
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
刑
事
法
に
関
し
僅
か
に
三
節
至
二
十
節
二
百
九
十
四
条
だ
け
民
事
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
（
徳
川
時
代
の
裁
判
に
民
事
刑
事
の
区
別
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
が
、
便
宜
上
此
語
を
使
用
す
）。
著
者

が
令
と
称
し
た
も
の
は
恐
ら
く
此
民
事
的
判
例
（
尤
も
此
中
に
も
刑
罰
的
法
例
が
交
つ
て
ゐ
る
）
で
あ
ろ
う
が
具
体
的
に
は
指
示
さ

れ
て
ゐ
な
い
。

つ
い
で
、
茎
田
佳
寿
子
氏
が
「
公
事
方
御
定
書
」
を
研
究
す
る
過
程
に
お
い
て
本
書
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
傾
聴
す
べ
き
い

く
つ
か
の
指
摘
が
存
す
る
。
第
一
は
、「
寛
保
元
年
初
夏
に
な
っ
た
と
い
う
「
律
令
要
略
」
が
、
寛
保
元
年
六
月
伺
、
九
月
極
以
降
の

法
文
を
含
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
、
編
纂
途
上
に
あ
る
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
を
含
む
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二

は
、
編
纂
者
に
関
し
て
、「
庁
政
談
」「
律
令
要
略
」
の
ふ
た
つ
の
法
律
書
は
勘
定
奉
行
配
下
評
定
所
属
吏
の
も
と
で
編
纂
さ
れ
た
と
の

指
摘
で
あ
る
。
第
三
は
、「
律
令
要
略
」
が
刑
法
規
定
を
含
む
が
故
に
「
公
事
方
御
定
書
」
に
代
わ
る
幕
府
法
と
し
て
定
着
し
た
こ
と

に
つ
き
、庁

政
談
」
と
「
律
令
要
略
」
を
比
較
す
る
と
、「
律
令
要
略
」
各
諸
本
は
名
称
、
内
容
と
も
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
が
、「
庁
政
談
」

系
統
本
は
、
異
同
が
多
い
。「
律
令
要
略
」
は
私
撰
で
あ
る
が
、「
庁
政
談
」
は
私
撰
・
公
撰
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
。
両
者
の
決

定
的
な
差
異
は
、「
律
令
要
略
」
が
「
公
事
方
御
定
書
」
に
準
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
「
庁
政
談
」
系
統
本
は
い
ず
れ
も
、「
御
仕

置
」
の
中
心
で
あ
る
「
逆
罪
」「
人
殺
」「
下
手
人
」「
重
キ
科
人
」
等
の
条
文
を
欠
く
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
律
令
要
略
」
は

私
撰
で
あ
り
な
が
ら
、
後
年
「
公
事
方
御
定
書
」
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
定
着
し
た
。
た
と
え
ば
平
戸
藩
で
は
、
幕
府
評
定
所
留

役
江
坂
孫
三
郎
へ
内
々
で
「
律
令
要
略
」
の
訂
正
加
筆
を
依
頼
し
、
留
役
自
身
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
（
石
井
良
助
編
『
近
世
法
制

史
料
叢
書
』
第
二
「
解
説
」）。
宇
和
島
藩
で
は
天
保
二
年
七
月
「
刑
罰
掟
」
で
、
明
文
の
な
い
と
き
の
準
拠
法
に
、「
律
令
要
略
」

32國學院法學第52巻第3号 (2014)



を
採
用
し
て
い
る
（
井
上
和
夫
『
諸
藩
の
刑
罰
』）。

と
記
す
こ
と
で

５
）

あ
る
。

茎
田
氏
に
次
い
で
「
律
令
要
略
」
に
言
及
し
た
の
は
、
服
藤
弘
司
氏
で
あ
る
。
服
藤
氏
は
、
本
書
が
「
公
事
方
御
定
書
」
に
代
わ
る

幕
府
法
律
書
と
し
て
広
く
流
布
し
、
諸
藩
の
裁
判
法
に
与
え
た
影
響
は
「
公
事
方
御
定
書
」
に
劣
ら
な
い
と
推
測
し
、
次
の
よ
う
に
記

し
て
お
ら

６
）

れ
る
。

律
令
要
略
」
が
、
諸
藩
刑
事
法
を
は
じ
め
裁
判
法
に
与
え
た
影
響
は
、
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
決
し
て
御
定
書
に

劣
ら
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
有
力
大
名
家
に
残
存
す
る
史
料
の
な
か
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

「
御
当
家
令
条
」
な
ど
と
と
も
に
「
律
令
要
略
」
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、「
律
令
要
略
」
は
、
お
そ
ら
く
御
定
書
に
代
る
幕
府
法
律

書
と
し
て
、
大
名
間
は
勿
論
世
間
一
般
に
広
く
流
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
拙
文
に
お
い
て
、
本
書
の
序
が
「
大
明
律
例
譯
義
」
の
「
律
大
意
」
を
抜
萃
要
約
し
て
こ
れ
を
作
文
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
左
の
通
り
で

７
）

あ
る
。

『
律
令
要
略
』
が
『
大
明
律
例
譯
義
』
の
「
律
大
意
」
を
抜
萃
及
び
要
約
し
て
こ
れ
を
序
と
な
し
、
刑
事
訴
訟

び
に
行
刑
の
基

本
方
針
と
し
て
い
る
こ
と
は
、『
御
定
書
』
編
纂
の
時
期
に
お
い
て
、『
譯
義
』
が
幕
府
司
法
に
関
与
す
る
人
々
の
間
で
参
考
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
明
律
例
譯
義
」
は
中
国
の
「
明
律
例
」
の
逐
条
注
釈
書
で
あ
る
。
和
歌
山
藩
の
儒
医
高
瀬
喜
朴
（
号
は
学
山
）
が
将
軍
徳
川
吉

宗
の
命
に
よ
っ
て
著
述
し
た
。
十
四
巻
十
四
冊
（
首
末
各
一
巻
、
本
文
十
二
巻
）
か
ら
成
り
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
成
立
で

８
）

あ
る
。

本
書
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
故
か
、『
国
史
大
辞
典
』
は
「
律
令
要
略
」
の
項
目
を
設
け
た
。
茎
田
佳
寿
子
氏
が
執
筆
を
担
当
し
、
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次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
第
十
四
巻
五
七
八
頁
、
平
成
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

江
戸
幕
府
の
先
例
・
法
例
を
箇
条
書
条
文
体
に
し
た
法
律
書
。
著
者
は
氏
長
ま
た
は
北
条
氏
長
。
多
く
は
一
巻
一
冊
で
あ
る
が
、

二
冊
本
・
三
冊
本
・
五
冊
本
な
ど
も
あ
り
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
初
夏
成
立
。
序
文
は
『
大
明
律
』
の
大
意
の
要
約
と
、
公

事
吟
味
の
心
得
を
述
べ
て
い
る
。
本
文
は
「
公
事
訴
訟
罪
科
之
者
取
捌
大
概
」
以
下
六
十
四
項
目
に
分
類
し
、
冒
頭
に
評
定
所
看

板
の
大
意
以
下
八
百
二
十
条
余
を
集
録
し
て
い
る
。『
公
事
方
御
定
書
』
編
纂
過
程
で
生
ま
れ
た
法
律
書
の
一
つ
で
あ
る
が
、『
庁

政
談
』
が
項
目
分
類
だ
て
に
成
功
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、『
律
令
要
略
』
は
よ
り
完
成
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
幕
府
の

編
纂
方
針
が
百
三
箇
条
に
集
約
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
律
令
に
習
っ
て
幅
広
い
古
例
や
慣
習
を
網
羅
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ

る
。
私
撰
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
実
務
の
レ
ベ
ル
で
効
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
写
本
も
多
く
、
類
本
に
は
『
律

例
要
略
』『
通
律
秘
訣
』
な
ど
も
あ
り
、
序
文
は
異
な
る
が
本
文
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』

二
に
所
収
。

見
落
と
し
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
以
上
が
管
見
に
入
っ
た
研
究
史
で
あ
る
。
こ
の
小
稿
は
、「
律
令
要
略
」
の
「
律
令
」
の
意

味
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
依
拠
資
料
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
の
背
景
と
編
纂
意
図
な
ど
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
大
方
の
ご
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

一

序
と
公
事
吟
味
之
心
得

本
書
は
本
文
に
先
立
っ
て
、「
序
」
お
よ
び
「
公
事
吟
味
之
心
得
」
と
い
う
文
章
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
裁
判

役
人
の
心
得
で
あ
る
。
序
は
主
と
し
て
吟
味
筋
の
審
理
に
あ
た
っ
て
肝
要
な
事
柄
を
説
き
、
公
事
吟
味
之
心
得
は
出
入
筋
の
審
理
に
必
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要
な
心
得
を
九
箇
条
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。

序
は
「
大
明
律
之
大
意
に
曰
、
律
令
は
天
下
を
治
む
る
法
な
り
、
令
は
前
方
に
教
へ
て
善
ニ
至
ら
し
め
、
律
は
後
ニ
懲
し
、
善
ニ

す
ゝ
め
云
々
」
で
始
ま
り
、「
天
下
そ
の
政
を
楽
み
、
其
徳
ニ
帰
服
し
て
、
仰
き
尊
ふ
事
父
母
の
こ
と
く
、
従
て
思
ひ
つ
く
事
流
水
の

こ
と
し
」
で
終
わ
る
。
そ
の
後
、「
右
文
編
は
私
の
作
意
ニ
あ
ら
す
、
大
明
律
令マ

マ
）序

文
之
内
、
聖
主
の
思
召
を
略
し
て
爰
ニ
記
し
て
序

文
と
成
す
而
已
」
と
い
う
注
記
を
置
き
、「
寛
保
元
酉
年
初
夏
日

氏
長
」
と
い
う
日
付
と
編
者
の
名
が
記
さ

９
）

れ
る
。
右
に
「
大
明
律

之
大
意
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
大
明
律
例
譯
義
」
の
「
律
大
意
」
の
こ
と
で
あ
る
。
律
大
意
は
、
中
国
の
諸

書
と
り
わ
け
「
大
学
衍
義
補
」「
律
例
箋
釈
」
の
両
書
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
刑
政
の
要
諦
を
書
き
抜
い
て
三
九
箇
条
に
ま
と

め
た
も
の
で

10
）

あ
る
。
編
者
高
瀬
喜
朴
は
こ
れ
を
同
書
首
巻
の
冒
頭
に
置
い
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
律
大
意
か
ら
、
律
令
法
の
趣
旨
、
犯

罪
容
疑
者
取
り
調
べ
の
要
点
を
は
じ
め
と
し
て
、
吟
味
筋
（
刑
事
手
続
）
の
要
領
を
適
宜
抜
き
出
し
て
序
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。

序
は
そ
の
冒
頭
、
律
令
法
の
何
た
る
か
を
述
べ
る
。
こ
の
文
章
は
、
律
大
意
第
二
・
三
・
六
条
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
部
分
を
抽
出
し
て

作
文
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
し
た
よ
う
に
、
序
の
冒
頭
は
、「
律
令
は
天
下
を
治
む
る
法
な
り
、
令
は
前
方
に
教
へ
て
善
ニ
至
ら
し

め
、
律
は
後
ニ
懲
し
、
善
ニ
す
ゝ
め
、」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
律
大
意
第
二
条
に
、

一
明
太
祖
曰
、
律
令
者
天
下
を
治
る
法
な
り
。
其
内
令
ハ
前
方
に
教
へ
て
善
に
至
ら
し
め
、
律
ハ
後
に
懲
し
て
善
に
す
ゝ
む
。
古

昔
ハ
律
令
至
て
簡
約
な
り
。
後
世
に
至
て
箇
条
多
な
り
て
、
何
事
を
い
ふ
や
ら
ん
、
其
義
に
通
す
る
事
も
な
ら
ぬ
程
に
な
り
来
れ

り
。（
以
下
略
）
大
学
衍
義
補

傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

と
あ
る

11
）

文
章
か
ら
傍
線
部
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
文
は
、
編
者
高
瀬
喜
朴
が
「
大
学
衍
義
補
」
巻
一
〇
三
慎
刑
憲
（
定
律
令

之
制
下
）
か
ら
抄
録
し
て
お
り
、「
善
に
至
ら
し
め
」「
善
に
す
ゝ
む
」
の
部
分
の
み
は
、
高
瀬
が
付
加
し
た
文
言
で
あ
る
。

序
は
続
い
て
、
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①
罪
を
犯
す
事
な
き
様
ニ
と
の
意
ニ
し
て
、
罪
を
犯
し
て
以
後
、
其
者
を
の
か
さ
す
罪
ニ
行
ハ
ん
と
の
意
ニ
て
ハ
な
し
、
②
天
下

の
民
の
無
知
ニ
し
て
法
を
犯
し
、
罪
ニ
逢
は
、
た
と
へ
は
赤
子
の
物
を
し
ら
す
、
井
戸
の
内
へ
入
る
か
こ
と
し
、
③
然
る
ニ
今
時

仕
官
す
る
も
の
律
を
知
ら
す
、
民
を
治
る
官
ニ
な
り
て
も
、
又
律
に
心
を
入
す
、
下
役
手
代
ま
か
せ
に
し
て
、
罪
を
さ
は
く
事
を

す
、
④
法
を
立
、
令
を
設
る
心
は
、
民
の
避
や
す
く
、
犯
し
か
た
き
様
ニ
あ
れ
か
し
と
の
儀
也
、
然
る
に
役
人
手
前
ニ
隠
し
置
時

は
、
其
役
人
さ
へ
委
敷
し
ら
さ
る
事
あ
り
て
、
時
ニ
の
そ
ん
て
過
多
し
、
⑤
前
方
よ
り
民
を
教
ゆ
る
事
も
せ
す
、
咎
ニ
行
ふ
時
あ

や
ま
り
な
く
と
も
、
孟
子
の
、
常
に
教
へ
す
、
何
を
も
知
せ
す
し
て
置
て
、
罪
を
犯
し
た
る
と
き
、
誅
伐
す
る
は
虐
也
と
い
へ
る

も
の
ニ
て
、
好
と
は
せ
す
、

番
号
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

と
述

12
）

べ
る
。
こ
の
記
述
は
、
律
大
意
第
三
条
お
よ
び
第
六
条
の
中
か
ら
適
宜
に
文
言
を
抜
き
出
し
て
作
文
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
律
大
意
第
三
条
に
は
、

一
古
へ
太
祖
高
皇
帝
、
毎
度
大
臣
に
勅
し
て
、
唐
律
を
更
め
定
め
、
五
六
度
迄
編
直
さ
せ
、
其
上
上
意
に
不
叶
処
、
震

マ
マ
宸
）翰

を
以
て

改
め
直
し
、
定
て
明
律
と
し
、
律
の
内
に
講
読
律
令
の
箇
条
を
立
て
、
百
司
官
吏
等
、
第
一
に
律
の
文
を
読
お
ぼ
え
、
律
の
意
を

合
点
し
、
と
く
と
会
得
せ
し
む
。（
中
略
）
其
思
召
ハ
必マ

マ
）竟

罪
を
犯
さ
ぬ
前
に
、
何
と
ぞ
諸
人
に
①
罪
を
犯
す
事
な
き
や
う
に
と

の
意
に
て
、
罪
を
犯
し
て
以
後
、
其
者
を
の
が
さ
ず
罪
に
行
ハ
ん
と
の
意
に
て
ハ
な
き
也
。
③
然
る
に
今
時
仕
官
す
る
者
、
右
の

思
召
を
合
点
せ
ず
、
書
生
に
て
学
問
す
る
時
に
は
、
律
を
知
ず
、
す
で
に
召
出
さ
れ
て
、
民
を
治
る
官
に
な
り
て
も
、
又
律
に
心

を
入
ず
、
た
ゞ
下
役
手
代
ま
か
せ
に
し
て
、
罪
を
さ
ば
く
事
を
し
、
又
左
も
な
き
者
は
、
我
が
在
所
よ
り
訟
師
公
事
た
く
ミ
す
る
者
。

此
方
の
も
が
り
と
言
者

な
り
。

罷
吏
手
代
の
罪
あ
つ
て
、
や

め
ら
れ
た
る
者
な
り
。

を
つ
れ
来
り
て
役
所
に
至
り
、
夫
と
相
談
し
、
夫
ま
か
せ
に
諸
事
を
さ
ば
く
に
よ
り
、（
中
略
）
千

百
人
の
命
を
、
草
の
菅
な
ど
の
ご
と
く
思
ふ
て
、
我
が
一
官
を
荘
厳
す
る
者
、
其
罪
幾
多
ぞ
や
。
②
天
下
の
民
の
無
知
に
し
て
、

法
を
犯
し
罪
に
逢
ハ
、
た
と
へ
バ
赤
子
の
物
を
し
ら
ず
、
井
土
の
内
へ
入
が
ご
と
し
。
然
ば
上
の
思
召
を
酌
は
か
り
、
そ
の
ご
と
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く
す
べ
き
所
、
⑤
ま
へ
か
た
よ
り
民
を
教
る
事
も
せ
ず
、
た
と
へ
犯
し
て
以
後
、
咎
に
行
ふ
時
あ
や
ま
り
な
く
と
も
、
孟
子
の
常

に
教
へ
ず
、
何
を
も
知
せ
ず
し
て
置
て
、
罪
を
犯
し
た
る
時
に
誅
伐
す
る
ハ
、
虐
な
り
と
い
へ
る
者
に
て
、
好
と
ハ
せ
ず
。
い
は

ん
や
罪
に
い
ひ
付
る
時
に
、
我
が
心
ま
か
せ
に
し
て
、
罪
に
入
た
く
思
へ
バ
、
よ
き
か
げ
ん
に
律
を
引
、
ゆ
る
す
べ
き
と
思
へ

バ
、
大
罪
の
者
な
り
と
も
、
む
り
に
ゆ
る
す
べ
き
方
の
律
を
引
や
う
に
し
、
法
を
枉
、
ミ
だ
り
な
る
事
を
す
る
事
多
き
者
を
や
。

（
以
下
略
）
律
例
箋
釈
自
序

と

13
）

あ
り
、
同
じ
く
第
六
条
に
は
、

一
丘
瓊
山
曰
、
周
礼
の
法
を
象
魏
門
に
か
く
る
意
は
、
惟
民
の
し
ら
ず
、
ふ
と
犯
し
て
、
罪
に
か
ゝ
ら
ん
事
を
お
そ
れ
て
な
り
。

④
法
を
立
、
令
を
設
る
心
ハ
、
民
の
避
や
す
く
、
犯
し
が
た
き
や
う
に
あ
れ
か
し
と
の
儀
な
り
。
然
る
に
役
人
手
前
に
蔵
し
置
時

ハ
、
其
役
人
さ
へ
委
く
し
ら
ざ
る
事
あ
り
。
い
は
ん
や
無
知
の
細
民
を
や
。
い
や
し
き
閭
閻
の
下
よ
り
朝
廷
の
法
度
を
望
む
事

ハ
、
九
地
の
下
よ
り
九
天
の
上
を
見
る
が
ご
と
し
。
上
の
思
召
を
は
か
り
し
る
事
な
し
。（
以
下
略
）
大
学
衍
義
補

と

14
）

あ
る
。
前
掲
の
序
は
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
傍
線
部
分
を
番
号
順
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
右
に
続
く
序
の
記
述
は
、

囚
の
罪
を
断
す
る
ニ
は
其
事
肝
要
な
る
所
を
も
と
め
、
能
々
ね
ら
し
、
何
と
そ
生
す
へ
き
道
も
有
哉
と
求
む
、

と
い
う
も

15
）

の
で
、
こ
の
文
は
左
に
示
す
律
大
意
第
八
条
の
傍
線
部
分
を
摘
録
し
た
も
の
で

16
）

あ
る
。

一
康

曰
、
囚
の
罪
を
断
す
る
に
は
、
其
事
の
干
要
な
る
所
を
も
と
め
、
よ
く
〳
〵
考
る
事
、
五
六
日
よ
り
十
日
ほ
ど
も
ね
ら

し
、
何
と
ぞ
生
す
べ
き
道
も
あ
り
や
と
求
め
尋
ね
、
弥
殺
す
べ
き
に
き
は
ま
り
た
る
時
に
、
罪
に
行
ふ
べ
し
、
書
経

序
と
律
大
意
と
を
こ
れ
以
上
は
比
較
対
照
し
な
い
が
、
序
の
こ
れ
以
降
の
文
面
は
、
律
大
意
の
第
二
十
九
、
三
十
条
の
全
文
を
引
用

し
、
お
よ
び
第
十
二
、
第
十
四
、
第
二
十
一
、
第
二
十
五
、
第
三
十
一
、
第
三
十
二
の
各
条
か
ら
右
に
見
た
の
と
同
じ
仕
方
に
よ
っ
て

必
要
な
部
分
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
本
書
の
編
者
氏
長
は
右
に
見
た
よ
う
に
、「
大
明
律
例
譯
義
」
の
律
大
意
三
九
箇
条
の
中
か
ら
肝
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要
な
文
言
を
抽
出
し
て
吟
味
筋
（
刑
事
手
続
）
に
携
わ
る
役
人
の
心
得
る
べ
き
事
項
を
記
述
し
、
こ
れ
を
以
て
序
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
序
の
次
に
九
箇
条
に
わ
た
る
公
事
吟
味
之
心
得
を
置
き
、
末
尾
に
「
右
ニ
記
す
所
は
私
の
作
意
ニ
あ
ら
す
、
古
人
の
智
言

な
り
」
と
こ
と
わ
る
。
文
字
通
り
に
「
古
人
の
智
言
」
を
集
録
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
依
拠
資
料
が
存
在
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
未
詳
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
第
二
条
は
、

一
双
方
よ
り
証
拠
と
指
所
の
書
物
文
談
之
意
味
、
又
は
其
申
所
ニ
就
て
、
寝
食
を
忘
れ
、
心
力
を
労
し
て
実
否
を
考
ふ
れ
は
、
不

審
起
る
へ
し
、
其
不
審
の
事
を
推
て
尋
ね
は
、
不
審
晴
る
ゝ
事
有
へ
し
、

と
い
う
記
述
で
あ
り
、
第
五
条
は
、

一
正
理
を
知
る
事
か
た
し
、
彼
に
問
、
是
に
求
め
、
双
方
ニ
尋
て
、
自
然
と
本
理
を
知
る
へ
し
、
唯
邪
を
鎮
め
て
、
正
理
に
和
睦

し
、
内
証
ニ
て
済
す
事
を
専
と
せ
ん
か
、

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
出
入
筋
（
原
告
被
告
双
方
を
審
問
し
て
判
決
を
出
す
訴
訟
手
続
）
の
取
り
調
べ
に
つ
い
て
の
要
領
を

説
く
。
ま
た
、
第
七
条
は
左
に
記
す
よ
う
な
文
言
で
あ
る
。

一
山
賤
野
夫
は
こ
ひ
へ
つ
ろ
ふ
の
才
も
な
く
、
令
色
慎
も
な
き
故
、
理
の
拠
り
所
ニ
し
て
ハ
他
方
を
忘
れ
、
無
礼
過
言
も
有
へ

し
、
聞
人
ハ
中
央
ニ
居
て
わ
け
る
故
、
人
の
非
も
見
へ
へ
し
、
無
礼
過
言
を
咎
め
、
怒
り
罵
る
事
努
々
あ
る
へ
か
ら
す
、
猶
面

色
言
葉
を
和
ケ
申
さ
と
す
へ
し
、
怒
を
起
し
て
大
音
に
叱
り
咎
れ
は
、
恐
れ
て
言
語
た
ゝ
し
か
ら
さ
る
な
り
、
唯
容
儀
の
整
と

巧
言
の
美
ニ
迷
ふ
へ
か
ら
す
、

こ
れ
は
、
地
方
か
ら
江
戸
に
出
て
争
う
原
告
被
告
を
審
問
す
る
際
の
心
得
を
説
い
た
文
言
で
あ
る
。
最
終
の
第
九
条
は
、
取
り
調
べ

を
担
当
す
る
役
人
の
間
柄
に
つ
い
て
左
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

一
相
役
と
和
合
し
て
、
生
得
之
智
恵
を
以
て
、
是
非
を
論
し
て
、
何
事
も
自
己
の
理
を
立
す
、
幾
度
も
熟
談
し
て
正
邪
を
可
決
、
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唯
短
慮
を
大
病
と
す
、
棟
々
然
と
し
て
工
夫
す
へ
し
、
相
役
の
非
分
あ
り
と
も
、
即
時
ニ
咎
る
事
な
か
れ
、
席
を
去
り
、
或
は

日
久
し
ふ
し
て
改
へ
き
也
、

こ
れ
ら
の

17
）

記
述
か
ら
見
る
に
、
公
事
吟
味
之
心
得
は
勘
定
奉
行
所
や
評
定
所
な
ど
、
中
央
の
裁
判
役
所
に
お
け
る
実
務
役
人
す
な
わ

ち
勘
定
、
支
配
勘
定
あ
る
い
は
評
定
所
留
役
な
ど
に
向
け
て
の
心
得
を
説
い
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
序
は
吟
味

筋
の
心
得
、
公
事
吟
味
之
心
得
は
出
入
筋
の
心
得
を
説
い
た
文
章
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
律
令
要
略
」
が
吟
味
筋
、
出
入
筋
の
双

方
の
内
容
を
も
つ
法
律
書
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
書
が
「
公
事
訴
訟

罪
科
之
者
取
捌
大
概
」
を
も
っ
て
第
一
項
と
す
る
の

は
、
こ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

二

本
書
の
編
纂
資
料－

公
事
訴
訟
取
捌
」－

本
書
は
八
二
一
箇
条
の
法
文
か
ら
成
り
、
こ
れ
を
六
五
項
目
に
類
集
し
た
法
律
書
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
石
井
良
助
氏

は
、「
内
容
の
類
似
し
て
居
る
所
よ
り
見
て
或
は
律
令
要
略
は
庁
政
談
を
増
訂
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ

れ
る
。「
庁
政
談
」
と
い
う
法
律
書
は
、「
評
定
所
御
定
書
」
の
類
本
の
一
つ
で

18
）

あ
る
。
石
井
氏
の
翻
刻
さ
れ
た
「
庁
政
談
」
は
三
六
〇

箇
条
の
法
文
を
有
し
、
第
一
三
八
条
以
下
が
離
旦
之
寺
社
（
第
一
三
八
条
〜
第
一
五
六
条
）、
質
田
畑
（
第
一
五
七
条
〜
第
一
七
六
条
）、

借
金
家
質
（
第
一
七
七
条
〜
第
二
〇
〇
条
）、
裁
許
破
掟
背
（
第
二
〇
一
条
〜
第
三
六
〇
条
）
の
四
項
に
分
か
れ
て
お
り
、

右
三
百
七
拾
ヶ
条
は
元
文
弐
年
巳
十
一
月
三
奉
行
伺
之
上
、
評
定
所
之
御
定
書
也
、
此
書
物
他
見
不
成
者
也
、

と
い
う
奥
書
が
存
す
る
。
石
井
氏
は
、
こ
の
奥
書
の
記
事
が
「
正
し
と
す
れ
ば
、
元
文
二
年
に
編
纂
さ
れ
た
徳
川
幕
府
官
撰
の
定
書
で

あ
る
が
、
果
し
て
、「
三
奉
行
伺
之
上
、
評
定
所
之
御
定
書
」
な
り
や
否
や
疑
問
の
餘
地
が
あ
り
、
或
は
私
撰
の
法
律
書
で
は
な
い
か
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と
も
察
せ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら

19
）

れ
る
。

官
撰
私
撰
の
議
論
は
さ
て
お
く
と
し
て
、「
庁
政
談
」
に
収
載
す
る
三
六
〇
箇
条
の

20
）

法
文
が
幕
府
法
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
。

そ
こ
で
、「
庁
政
談
」
の
各
条
と
本
書
の
各
条
と
を
逐
一
比
較
し
て
み
る
と
、
本
書
が
「
庁
政
談
」
の
全
三
六
〇
箇
条
中
、
お
よ
そ
一

六
〇
箇
条
以
上
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
本
書
は
「
庁
政
談
」
の
全
体
を
継
承
し
、
そ
れ
に
増
補
修
正
を
加

え
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
増
訂
」
と
い
う
表
現
は
当
を
得

21
）

な
い
。

と
こ
ろ
で
、「
庁
政
談
」
を
増
補
し
た
法
律
書
に
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
と
題
す
る
伝
本
が
存
す
る
。
こ
の
法
律
書
は
、
公
事
訴
訟
取

捌
よ
り
裁
許
破
掟
背
御
仕
置
者
大
概
ま
で
の
一
四
の
項
目
を
立
て
て
四
〇
〇
条
餘
り
の
法
文
を
収
め
て
い
る
。「
庁
政
談
」
の
法
文
を

一
四
項
目
に
分
類
整
備
す
る
と
と
も
に
法
文
数
を
増
補
し
た
書
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
、
先
学
の
努
力
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
伝
本
が
翻

刻
さ
れ
て
い
る
の
で
、
活
字
に
よ
っ
て
本
書
を
見
る
こ
と
が
で

22
）

き
る
。
以
下
、
本
稿
が
引
用
す
る
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
は
、
橋
本
久
氏

の
翻
刻
さ
れ
た
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
本
（
以
下
、
京
大
本
と
称
す
）
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

公
事
訴
訟
取
捌
」
は
、
第
一
三
項
奉
公
人
出
入
に
一
〇
箇
条
の
法
文
を
収
録
す
る
（
第
二
一
一
条
〜
二
二

23
）

〇
条
）。
一
〇
箇
条
す
べ

て
が
増
補
の
法
文
で
あ
り
、「
律
令
要
略
」
は
こ
こ
か
ら
第
二
一
四
条
以
下
の
七
箇
条
を
採
録
す
る
。
本
書
の
一
八
奉
公
人
、
欠
落
、

取
逃
、
引
負
の
第
二
九
三
条
か
ら
二
九
九
条
ま
で
の
七
箇
条
が
そ
れ
で

24
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
が
編
纂
資
料
と
し
て
参
照
し
た
の

は
、「
庁
政
談
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
増
補
し
た
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
書
を
比
較
す
る
と
、
本
書
は
「
公
事
訴
訟

取
捌
」
に
お
け
る
増
補
法
文
中
か
ら
一
八
箇
条
を
採
録
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
四

〇
〇
条
餘
か
ら
お
そ
ら
く
は
一
八
〇
箇
条
以
上
の
法
文
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
が
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
法
文
を
ど
の
よ
う
に
採
録
す
る
か
を
眺
め
て
み
よ
う
。「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
法
文
は
概
し
て
短
文

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
文
に
変
更
を
加
え
ず
に
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
修
正
す
る
場
合
も
存
す
る
。
一
例
を
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あ
げ
て
見
よ
う
。

一
離
別
之
証
拠
無
之
、
女
房
親
元
え
参
り
居
、
相
果
と
い
へ
と
も
、
諸
道
具
持
参
田
畑
不
及
返
、
可
為
心
次
第
也
、

「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
一
三

25
）

〇
条
）

一
女
房
親
元
え
参
居
相
果
候
共
、
離
別
之
証
拠
於
無
之
は
、
諸
道
具
持
参
金
田
畑
共
ニ
不
及
返
之
、
夫
之
心
次
第
た
り
、

「
律
令
要
略
」
第
三
二

26
）

六
条
）

右
の
修
正
は
、
語
句
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
法
文
の
意
味
す
る
処
を
明
瞭
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
但
書
を
設
け
て
法
文
を

整
備
す
る
場
合
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
一
例
を
紹
介
し
よ
う
。

一
取
逃
引
負
欠
落
も
の
、
主
人
見
合
ニ
本
人
を
召
連
来
ル
お
ゐ
て
ハ
、
取
逃
之
も
の
は
前
条
有
之
通
申
付
、
右
欠
落
之
者
当
宿
有

之
店
請
人
取
置
候
ハ
ヽ
、
不
慥
成
も
の
え
店
借
シ
立
候
品
ヲ
以
過
料
、
若
当
宿
店
借
も
取
立
ニ
お
ゐ
て
ハ
尤
当
宿
過
料
可
申

付
、
若
取
逃
致
引
負
候
も
の
御
仕
置
申
付
ル
、

「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
二
一

27
）

六
条
）

一
取
逃
引
負
之
欠
落
も
の
、
主
人
見
合
ニ
本
人
を
召
連
れ
来
ル
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
取
逃
者
は
前
条
ニ
有
之
通
申
付
、

但
、
右
欠
落
も
の
、
当
宿
ニ
有
之
店
請
人
取
置
候
ハ
ヽ
、
不
慥
成
者
之
店
請
ニ
立
候
品
を
以
過
料
、
若
当
店
請
も
於
不
取
置

は
、
尤
当
宿
過
料
、

「
律
令
要
略
」
第
二
九

28
）

七
条
）

ま
た
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
法
文
中
、
長
文
の
も
の
つ
い
て
は
複
数
の
法
文
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
文
の
意
味
を
明
瞭
な

ら
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
四
箇
条
に
分
割
し
た
事
例
を
示
そ
う
。

一
男
女
申
合
於
相
果
は
、
死
骸
不
及
伺弔

）取
捨
、
一
方
存
命
に
候
ハ
ヽ
下
手
人
、
双
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
三
日
晒
、
非
人
之
手
下
ニ
申

付
ル
、
主
人
と
下
人
と
申
合
相
果
、
主
人
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
不
及
下
手
人
、
非
人
手
下
申
付
ル
、

「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
三
〇

29
）

九
条
）
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一
男
女
申
合
、
相
果
候
も
の
、

死
骸
弔
候
事
停
止
、
取
捨
、

一
一
方
於
存
命
は
、

下
手
人
、
夫
有
之
者
ハ
死
罪
、

一
双
方
於
存
命
は
、

日
本
橋
ニ
て
三
日
さ
ら
し
、
非
人
之
手
下
、

一
主
人
と
下
人
申
合
、
下
人
相
果
、
主
人
於
存
命
は
、

不
及
下
手
人
ニ
、
非
人
之
手
下
、

「
律
令
要
略
」
第
四
三
九
〜
四
四

30
）

二
条
）

要
す
る
に
、「
律
令
要
略
」
は
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
か
ら
そ
の
半
数
近
く
の
法
文
を
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
法
意
を

よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
修
正
を
加
え
る
場
合
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
各
項
目
中
、
法
文
の
多
く
を
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
か
ら
継
承
す
る
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
五
馬
次
、
川
岸
、
市
場
に

お
い
て
は
一
二
箇
条
の
う
ち
の
九
箇
条
、
六
田
畑
に
お
い
て
は
一
〇
箇
条
の
う
ち
の
八
箇
条
、
八
村
境
に
お
い
て
は
七
箇
条
の
う
ち
の

六
箇
条
、
九
国
郡
境
に
お
い
て
は
五
箇
条
の
す
べ
て
、
一
九
跡
式
、
養
子
縁
組
、
後
家
に
お
い
て
は
四
一
箇
条
の
う
ち
の
二
六
箇
条
、

三
十
四
密
通
に
お
い
て
は
二
九
箇
条
の
う
ち
の
一
一
箇
条
を
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
か
ら
採
用
し
て
い
る
。

三

本
書
の
編
纂
資
料－

編
纂
途
上
の
「
公
事
方
御
定
書
」－

本
書
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
を
多
数
収
載
し
て
い
る
。
そ
の
幾
例
か
を
紹
介
し
よ
う
。
本
書
五
三
火
附

火
札
の
第
六
四

九
条
は
、
左
の
よ
う
な
法
文
で

31
）

あ
る
。

一
火
罪
之
者
引
廻
之
事
、
物
取
ニ
て
火
を
附
候
も
の
不
及
晒
、

日
本
橋

両
国
橋

四
ッ
谷
御
門
外

赤
坂
御
門
外

昌
平
橋
外

42國學院法學第52巻第3号 (2014)



右
之
分
引
廻
し
候
時
、
人
数
不
依
多
少
、
科
書
之
捨
札
建
置
之
、
尤
火
を
附
候
所
其
者
居
候
所
町
中
引
廻
し
之
上
火
罪
、
但

捨
札
三
十
日
建
之
、

一
物
取
ニ
無
之
火
附
は
、
さ
ら
し

不
及
捨
札
、
火
を
附
候
処
居
所
町
中
引
廻
之
上
火
罪
、

こ
の
法
文
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
七
十
条
火
附
御
仕
置
之
事
の
第
三
・
四
項
に
同
文
で

32
）

あ
る
。
ま
た
、
本
書
四
五
科
人
を

為
立
退
候
類
の
第
五
九
四
・
五
九
五
・
五
九
六
条
は
、
左
の
よ
う
な
法
文
で

33
）

あ
る
。

一
火
附
又
は
盗
賊
之
上
、
人
を
殺
し
候
も
の
、

一
致
徒
党
、
人
家
え
押
込
或
は
追
剥
之
類

右
之
類
、
科
人
同
類
ニ
は
無
之
候
共
、
其
者
ニ
被
頼
、
住
所
を
隠
、
或
は
為
立
退
候
者
、
死
罪
、

一
喧
嘩
口
論
当
座
之
儀
ニ
て
人
を
殺
候
も
の
、

右
科
人
之
同
類
ニ
は
無
之
候
共
、
義
理
を
以
被
頼
、
住
所
隠
、
或
は
為
立
退
候
も
の
ハ
、
急
度
叱
、

こ
の
法
文
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
八
十
条
科
人
為
立
退

住
所
を
隠
候
者
之
事
の
第
一
・
二
項
に
同
文
で
あ
る
。
続
い
て

本
書
一
七
奉
公
人
請
状
の
第
二
七
八
・
二
七
九
条
は
、
次
の
よ
う
な
法
文
で

34
）

あ
る
。

一
自
分
之
名
を
替
、
奉
公
人
之
請
ニ
立
候
者

江
戸
十
里
四
方

追
放
、

但
、
奉
公
人
と
馴
合
、
判
賃
之
外
ニ
給
金
之
内
を
も
配
分
取
、
為
致
欠
落
候
ハ
ヽ
、
死
罪
、

一
人
之
仕
業
と
相
見
候
寄
子
之
変
死
を
、
不
存
分
ニ
い
た
し
候
者

所
払
、

但
、
人
之
仕
業
と
不
相
見
、
致
変
死
候
を
不
訴
出
分
ハ
、
叱
り
、

こ
の
法
文
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
四
十
二
条
奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事
の
第
十
四
・
十
五
項
に
同
文
で
あ
る
。

本
書
五
五
盗
人
の
最
初
の
一
〇
箇
条
は
、
第
六
七
九
条
の
「
一
人
を
殺
、
致
盗
候
も
の

引
廻
之
上

獄
門
」
で
始
ま
り
、
第
六
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八
八
条
の
、

一
手
元
ニ
有
之
品
を
不
斗
盗
取
候
類

金
子
は
拾
両
よ
り
以
上
、
雑
物
は

代
金
ニ
積
り
拾
両
位
よ
り
以
上

死
罪
、

金
子
は
拾
両
よ
り
以
下
、
雑
物
は

代
金
ニ
積
り
拾
両
位
よ
り
以
下

入
墨
之
上
敲
、

に

35
）

至
る
。
こ
れ
ら
の
法
文
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
五
十
六
条
盗
人
御
仕
置
之
事
の
第
二
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
と
同
文
で
あ

り
、
配
列
に
も
差
異
は
な
い
。

本
書
三
五
狼
藉
あ
は
れ
者
の
第
五
一
六
・
五
一
七
条
は
、

一
御
城
内
ニ
て
口
論
之
上
、
拾
人
以
上
敲
合
、
摑
合
候
も
の

双
方
当
人

重
追
放
、

同
致
荷
担
候
も
の

敲
之
上
江
戸
払
、

一
あ
は
れ
候
て
町
所
を
さ
わ
か
し
候
も
の

敲
之
上

所
払
、

但
、
所
々
ニ
て
あ
は
れ
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
敲
之
上
中
追
放
、

と
い
う
法
文
で

36
）

あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
七
十
六
条
あ
ば
れ
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項
に
同
文
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
本
書
は
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
を
採
録
す
る
の
で
あ
る
が
、
右
に
示
し
た
の
は
そ
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
又
、
次
に

示
す
九
項
は
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
の
み
で
構
成
さ
れ
る
。
一
一
借
金
、
分
散
、
一
六
欠
落
奉
公
人
、
盗
人
も
准
之
、
三
五
狼
藉

あ
は
れ
者
、
四
六
人
相
書
を
以
尋
、
四
八
怪
我
ニ
て
相
果
候
も
の
之
相
手
、
五
一
辻
番
御
仕
置
之
事
、
五
六
廻
船
荷
物
、
五
八
似
せ

事
、
毒
薬
、
六
四
十
五
歳
以
下
御
仕
置
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
項
目
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
を
採
録
す
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
註

43
）の
一
覧
表
参
照
）。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
律
令
要
略
」
は
寛
保
二
年
三
月
成
立
の
「
公
事
方
御
定
書
」
を
参
照
し
た
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
。
本
書
の
序
は
、
氏
長
な
る
人
物
が
「
寛
保
元
酉
年
初
夏
」
に
記
し
た
。
こ
の
時
を
も
っ
て
本
書
の
成
立
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
翌

二
年
三
月
の
「
公
事
方
御
定
書
」
を
参
照
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
以
前
の
、
編
纂
の
さ
な
か
に
あ
る
「
公
事
方
御
定
書
」
の

法
文
を
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
火
附

火
札
の
第
六
四
九
条
は
、
元
文
五
年
閏
七
月
伺
、
同
年
同
月
下
知
と
な
っ

た
法
文
で

37
）

あ
る
。
同
様
に
、
科
人
を
為
立
退
候
類
の
第
五
九
四
〜
五
九
六
条
は
元
文
五
年
十
月
伺
、
同
年
十
一
月
七
日

38
）

下
知
、
奉
公
人

請
状
の
第
二
七
八
・
二
七
九
条
は
寛
保
元
年
三
月
二
十
三
日
伺
、
同
年
四
月
二
日

39
）

下
知
、
盗
人
の
第
六
七
九
〜
第
六
八
八
条
は
寛
保
元

年
六
月
伺
、
同
年
九
月
二
十
二
日

40
）

下
知
、
狼
藉
あ
は
れ
者
の
第
五
一
六
・
五
一
七
条
は
寛
保
元
年
十
一
月
伺
、
同
二
年
二
月
二
十
九
日

下
知
の
法
文
で

41
）

あ
る
。

公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
法
文
す
な
わ
ち
犯
罪
と
刑
罰
と
の
対
応
関
係
を
定
め
る
刑
法
規
定
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
御
定
書

掛
三
奉
行
に
よ
る
法
文
案
の
提
示
と
、
そ
れ
に
対
す
る
徳
川
吉
宗
の
承
認
な
い
し
修
正
意
見
の
表
明
と
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ

た
。
下
巻
の
法
文
に
限
っ
て
言
え
ば
、
元
文
五
年
閏
七
月
十
六
日
の
三
奉
行
伺
、
同
三
月
二
十
二
日
の
下
知
に
始
ま
っ
て
、
寛
保
三
年

三
月
伺
、
同
月
二
十
二
日
下
知
に
至
る
ま
で
、
伺
と
下
知
は
少
な
く
と
も
十
二
回
く
り
返
さ

42
）

れ
た
。「
律
令
要
略
」
は
右
に
見
た
よ
う

に
、
寛
保
元
年
十
一
月
伺
、
翌
二
年
二
月
二
十
九
日
下
知
の
法
文
ま
で
を
収
載
す
る
。
本
書
の
一
八
〇
箇
条
餘
が
「
公
事
方
御
定
書
」

に
基
づ
く
法
文
で

43
）

あ
る
。

そ
の
後
、
寛
保
元
年
十
二
月
に
下
巻
三
七
箇
条
、
翌
二
年
三
月
に
下
巻
四
箇
条
に
つ
い
て
の
伺
が
な
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
法
文
案
に
つ

い
て
は
寛
保
二
年
三
月
二
十
二
日
に
下
知
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
最
終
の
下
知
と
し
て
、
五
日
後
の
三
月
二
十
七
日
を
も
っ
て
「
公
事
方

御
定
書
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
最
終
下
知
の
法
文
を
採
録
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
に
左
の
よ
う
な
法

文
が
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
本
書
三
〇
隠
売
女

相
対
死
の
第
四
三
三
条
は
、

一
隠
売
女
致
商
売
も
の
を
店
ニ
差
置
候
者
は

屋
敷
家
財

家
蔵
共
ニ

取
上
、
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但
、
地
主
は
外
ニ
罷
在
、
家
主
計
差
置
候
共
、
同
断
、

と
い
う
法
文
で

44
）

あ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
は
、

一
隠
売
女
い
た
し
候
も
の
、

踊
り
子
を
抱
置
、
為
致
売
女
候
も
の

家
財
取
上
、
百
日
手
鎖
に
て
所
預
ケ
、
隔
日
封
印
改
、

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
寛
保
元
年
十
二
月
伺
、
同
二
年
三
月
二
十
二
日
下
知
の
法
文
で

45
）

あ
る
。
ま
た
、
本
書
五
九
関
所
破
、

人
勾
引
の
第
七
三
六
・
七
三
七
条
は
関
所
破
に
関
す
る
法
文
で
あ
り
、
左
の
通
り
で

46
）

あ
る
。

一
関
所
脇
道
を
越
候
も
の
、
於
其
所

死
罪
、

一
女
を
勾
引
、
関
所
脇
道
忍
越
候
頭
取
、
於
其
所

磔
、

一
方
、「
公
事
方
御
定
書
」
に
お
け
る
関
所
破
り
の
規
定
は
、
下
巻
二
十
条
関
所
を
除
山
越
い
た
し
候
も
の

関
所
を
忍
通
候
御
仕

置
之
事
に
、

一
関
所
難
通
類
、
山
越
等
い
た
し
候
も
の

於
其
所

磔

但
、
男
に
被
誘
引
、
山
越
い
た
し
候
女
ハ
奴

一
同
案
内
い
た
し
候
も
の

於
其
所

磔

一
同
忍
通
り
候
も
の

重
キ
追
放

但
、
女
ハ
奴

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、「
律
令
要
略
」
の
法
文
と
は
異
な
る
。「
公
事
方
御
定
書
」
の
右
の
法
文
は
、
寛
保
元
年
十
二
月
伺
、
同
二
年
三

月
二
十
二
日
下
知
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
も
の
で

47
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
寛
保
二
年
三
月
二
十
二
日
下
知
の
法
文
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
採
録
し
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
に
は
「
公
事
方
御
定
書
」
の
元
文
五
年
草
案
と
同
意
あ
る
い
は
近
似
す
る
法
文
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
四
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七
理
不
尽
、
麁
忽
、
怪
我
ニ

て
人
殺

手
追
餘
病
死

の
第
六
二
二
条
は
、

一
手
疵
負
候
も
の
、
元
よ
り
死
ニ
及
候
疵
ニ
て
無
之
処
、
平
癒
之
内
餘
病
差
発
死
候
ハ
ヽ
、
弥
遂
吟
味
、
餘
病
ニ
て
死
候
ニ
於
無

紛
は
、
相
手
不
及
下
手
人
、

と
い
う
法
文
で

48
）

あ
り
、
こ
れ
は
元
文
五
年
草
案
の
下
四
十
疵
被
附
候
者
外
之
病
ニ
て
相
果
疵
付
候
者
御
仕
置

49
）

之
事
に
同
文
で
あ
る
。
続

く
第
六
二
三
・
六
二
四
条
も
ま
た
、
元
文
五
年
草
案
の
下
四
十
二
鉄
炮
あ
た
落

怪
我
ニ
て
相
果
候
者
相
手
御
仕
置

50
）

之
事
に
同
文
で
あ

る
。
そ
の
他
、
元
文
五
年
草
案
に
全
く
の
同
文
で
は
な
い
に
し
て
も
き
わ
め
て
近
似
し
、
あ
る
い
は
法
意
を
同
じ
く
し
か
つ
法
文
も
類

似
す
る
場
合
が
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
本
書
一
二
借
金
、
売
懸
金
銀
の
第
一
七
一
条
は
、

一
白
紙
手
形
ニ
て
借
金
銀
、
手
形
は
破
捨
、
重
キ
過
料
、

と
い
う
法
文
で

51
）

あ
り
、
こ
れ
は
、
元
文
五
年
草
案
の
上
五
三
白
紙
手
形
ニ
て
金
子
借
之
者

之
）事
の
、

白
紙
手
形
ニ
て
借
シ
金
等
仕
候
者
有
之
候
節
、
証
文
ハ
破
捨
、
重
キ
過
料
可
申
付
事
、

と
い
う

52
）

本
文
と
同
意
で
か
つ
文
面
も
近
似
す
る
。
同
様
に
、
本
書
五
二
科
人
拷
問

訴
人
、
旧
悪
の
第
六
四
五
条
は
、

一
旧
悪
之
儀
、
重
キ
盗
賊
或
は
人
を
殺
し
候
品
抔
は
、
た
と
ひ
相
止
候
共
、
さ
か
ひ
も
無
之
事
故
、
御
仕
置
ニ
可
被
成
候
、
為
渡

世
一
旦
致
悪
事
、
其
後
不
宜
事
と
存
、
相
止
候
段
於
分
明
は
、
其
品
を
立
、
過
料
等
当
分
之
咎
申
付
、

と
い
う
法
文
で

53
）

あ
り
、
一
方
の
元
文
五
年
草
案
の
下
四
十
三
の
旧
悪
御
仕
置
之
事
は
、
左
の
よ
う
な
法
文
で

54
）

あ
る
。
両
者
は
同
趣
旨
で

あ
り
、
法
文
も
さ
し
て
変
わ
り
は
な
い
。

旧
悪
之
儀
、
御
法
度
を
背
候
事

ニ
）候
間
、
御
仕
置
可
成
候
得
共
、
重
盗
い
た
し
或
は
人
を
殺
候
品
な
と
ハ
、
た
と
へ
相
止
候
と

申
候
て
も
、
さ
か
ひ
も
無
之
事

に
）候
、
渡
世
ノ
為
悪
事
一
旦
い
た
し
候
へ
共
、
其
後
不
宜
事
と

存
）相
止
候
段
分
明
ニ
付
て

ハ
、
其
品
ヲ
取被

）立
、
過
料
又
ハ
相
当
之
咎
可
有
之
事
、
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同
様
に
法
文
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
の
は
、
次
の
三
箇
条
で
あ
る
。
本
書
一
公
事
訴
訟

罪
科
之
者

取
捌
大
概
の
第
二
八
条
が
元
文
五
年
草
案
の
下

六
十
二
破
戒
之
僧
御
仕
置
之
事
に
、
本
書
四
七
理
不
尽
、
麁
忽
怪
我
ニ

て
人
殺

手
負
餘
病
死

の
第
六
二
三
・
六
二
四
条
が
元
文
五
年
草
案
の
下
四
十
鉄

炮
あ
た
落

怪
我
ニ
て
相
果
候
者
相
手
御
仕
置
之
事
に
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
書
一
公
事
訴
訟

罪
科
之
者

取
捌
大
概
の
第
四
四
条

は
、
元
文
五
年
草
案
の
下
四
寺
社
方
訴
訟
人
取
捌
之
事
の
第
四
項
に
法
意
を
同
じ
く
し
、
法
文
も
類
似
す
る
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
法
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
同
じ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
法
文
そ
の
も
の
が
近
似
す
る
事
例
が
存
す
る
。
す
な
わ

ち
、
本
書
一
公
事
訴
訟

罪
科
之
者

取
捌
大
概
の
第
三
一
・
三
二
条
は
、
元
文
五
年
草
案
の
下
二
十
九
溜
預
ケ
之
事
・
下
二
十
八
養
生
所
え
遣
候
病
人

之
事
に
同
趣
旨
で
あ
る
。
加
え
て
本
書
一
四
家
質
、
道
具
出
入
の
第
二
一
四
条
は
、
そ
の
法
文
が
元
文
五
年
草
案
の
上
五
十
二
家
質
済

方
之
事
に
近
似
す
る
。
元
文
五
年
草
案
に
依
拠
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
法
文
は
、
気
づ
い
た
限
り
で
は
右
の
一
一
箇
条
で
あ
る
。

本
書
が
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
法
文
を
採
録
す
る
際
、
法
意
を
明
確
に
す
る
た
め
の
修
正
を
加
え
た
の
と
同
様
、
元
文
五
年
草
案
の
法

文
を
採
録
す
る
に
つ
い
て
も
、
法
意
を
明
瞭
簡
潔
に
す
る
た
め
の
修
正
を
施
し
て
い
る
。

四

編
纂
の
意
図
と
編
者
氏
長

第
二
・
第
三
節
に
お
い
て
検
証
し
た
よ
う
に
、「
律
令
要
略
」
は
そ
の
全
八
二
一
箇
条
中
、
一
八
〇
箇
条
以
上
を
「
公
事
訴
訟
取
捌
」

か
ら
採
録
し
、
一
九
〇
箇
条
餘
を
目
下
編
纂
中
の
「
公
事
方
御
定
書
」
か
ら
採
録
し
た
。
つ
ま
り
、
本
書
の
半
数
近
く
の
法
文
に
つ
い

て
は
、
依
拠
資
料
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
若
干
の
法
文
に
つ
い
て
は
、
依
拠
資
料
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

本
書
四
七
理
不
尽
、
麁
忽
、
怪
我
ニ

て
人
殺

手
負
餘
病
死

の
第
六
一
八
〜
第
六
二
一
条
は
、
左
の
よ
う
な
法
文
で

55
）

あ
る
。

一
下
人
不
届
者
ニ
付
、
強
く
致
折
檻
候
故
、
相
果
候
主
人
之
妻

百
日
手
鎖
、
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一
鉄
炮
あ
た
落
ニ
て
人
ニ
中
り
相
果
、
相
手
存
命
之
内
下
手
人
御
免
相
願
候
付

追
放
、

一
弟
子
を
強
折
檻
之
上
、
食
も
あ
た
へ
す
候
ゆ
え
、
相
果
候
を
押
隠
候
師
匠

遠
島
、

一
子
供
両
人
遊
ひ
候
上
、
怪
我
ニ
て
壱
人
を
殺
し
、
被
殺
候
親
下
手
人
御
免
願
候
ニ
付
、
百
日
押
込
置

不
及
下
手
人
、

右
四
箇
条
の
法
文
は
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
判
例
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
法
文
体
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
判
例
は
左
の
Ａ
〜

Ｄ
で
あ
る
。

Ａ

享
保
十
三
申
年
二
月

召
仕
ヲ
折
鑑檻

）ニ
て
敲
候
も
の
事

増
上
寺
領
巣
鴨
村
善
左
衛
門
地
借

才
兵
衛
店
請
酒
屋
市
兵
衛
女
房

な

つ

右
な
つ
義
、
召
仕
権
八
と
申
十
四
歳
ニ
成
候
者
、
酒
代

見
せ
ニ
置
候
売
物
盗
ニ
付
、
致
折
檻
候
処
、
当
所
急
処
之

券
痛
募
）

候
哉
翌

朝
相
果
候
、
権
八
義
常
々
不
届
者
と
相
聞
候
間
、
折
檻
仕
間
敷
儀
ニ
も
無
之
候
得
共
、
夫
留
守
之
義
、
其
若
輩
者
ニ
候
へ
と
も
、

仕
形
も
可
有
之
処
、
折
檻
甚
敷
候
故
相
果
候
、
不

之
仕
方
ニ
付
、
な
つ
儀
手
鎖
を
懸
ケ
、
夫
市
郎
兵
衛
え
百
日
預
候
、

Ｂ

鉄
炮
あ
た
落
ニ
て
人
殺
之
事

後
藤
庄
左
衛
門
御
代
官
所

武
州
秩
父
郡
上
吉
田
村

百
姓万

右
衛
門

右
猪
狩
ニ
罷
出
、
畑
へ
猪
追
懸
候
後
、
万
右
衛
門
持
候
鉄
炮
あ
た
落
致
、
近
所
之
岩
ニ
中
り
、
玉
そ
れ
候
て
三
之
允
と
申
者
へ
中

り
、
其
疵
ニ
て
三
之
允
相
果
候
由
、
右
之
通
ニ
候
へ
ハ
、
万
右
衛
門
下
手
人
可
為
候
得
共
、
三
之
允
存
命
之
内
、
万
右
衛
門
義
、
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親
類
其
上
ニ
常
々
意
趣
等
無
之
、
不
慮
之
怪
我
ニ
候
間
、
相
果
候
共
、
下
手
人
之
御
仕
置
御
免
被
成
下
候
様
ニ
と
相
願
、
三
之
丞

親
兄
弟
迄
も
同
様
ニ
願
候
、
三
之
丞

親
兄
弟
、
右

之
）通
相
願
候
条
、
御
構
有
之
間
敷
候
得
共
、
鉄
炮
を
打
ニ
出
候
上
ハ
、
筒

先
等
心
を
付
、
入
念
可
取
扱
義
、
極
り
た
る
事
ニ
候
処
、
畢
竟
麁
末

あ
た
落
も
い
た
し
候
、
依
之
追
放
申
付
候
、

右
之
通
可
被
申
渡
候
、

六
月

Ｃ

享
保
十
七
年
子
十
月

弟
子
を
致
折
鑑檻

）相
果
候
を
隠
置
候
者
御
仕
置
之
例

小
石
川
下
紺
差
マ
ヽ
屋
）

町

知
恩
院
末

源
覚
寺
懐
園

六
十
才

右
懐
園
義
、
円
宿岩

）・
円
達
と
申
弟
子
共
方
へ
相
廻
り
候
所
、
芝
居
見
物
い
た
し
候
由
ニ
て
夜
ニ
入
帰
り
候
旨
、
両
人
と
も
ニ
致
折

鑑檻
）候

上
、
裸
ニ
致
シ
食
を
も
不
与
、
土
蔵
へ
入
置
候
へ
ハ
、
翌
日
円
達
相
果
候
処
、
密
下
人
へ
申
付
、
死
骸
為
埋
、
欠
落
分
ニ
致

依
科
、
遠
島
申
付
候
、

右
之
通
、
伺
之
上
相
済
候
、
以
上
、

Ｄ

子
供
怪
我
ニ
て
相
果
下
手
人
ニ
不
及
事

伊
奈
半
左
衛
門
御
代
官
所

武
州
東
葛
西
領
下
鎌
田
村
百
姓

市
郎
左
衛
門
子
半
助

巳
十
三
才

右
半
助
義
、
同
村
百
姓
藤
左
衛
門
子
十
三
才
ニ
相
成
候
与
助
と
申
者
と
、
狂
い
遊
ひ
候
所上

）、
い
さ
か
い
抔
ニ
も
無
之
、
半
助
持
候
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小
刀
ニ
与
助
当
り
、
怪
我
ニ
て
疵
負
相
果
候
、
親
藤
左右

）衛
門
も
下
手
人
御
免
之
義
願
出
候
、
依
之
下
手
人
ニ
不
及
、
親
一市

）郎
右
衛

門
方
ニ
て
百
日
押
込
置
候
様
、
伺
之
上
申
渡
候
事
、

享
保
十
年
巳
五
月

Ａ
〜
Ｄ
は
い
ず
れ
も
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
元
文
五
年
草
案
に
見
え
る
判
例
で

56
）

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
判
例
は
吉
宗
の
指
示

に
よ
っ
て
採
用
を
却
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
判
例
に
は
却
下
の
理
由
が
、
Ａ
「
此
ケ
条
、
例
ニ
難
成
ニ
付
、
准
御
好
除

申
候
」、
Ｂ
「
御
好
ニ
付
、
本
文
之
通
大
意
計
ニ
成
」、
Ｃ
「
此
ケ
条
、
例
ニ
難
成
義
ニ
付
、
准

御
好
除
申
候
」、
Ｄ
「
此
ケ
条
、
前
々

ケ
条
へ
書
加
へ
候
ニ
付
、
相
除
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
は
元
文
五
年
段
階
で
不
採
用
と
な
っ
た
判
例
か
ら
も
法

文
を
採
録
し
た
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
は
寺
社
領
住
民
お
よ
び
僧
侶
に
つ
い
て
の
事
案
で
あ
る
か
ら
、
寺
社
奉
行
所
に
お
け
る
判
決
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
Ｂ
Ｄ
は
代
官
所
管
下
の
百
姓
に
つ
い
て
の
事
案
で
あ
る
か
ら
、
勘
定
奉
行
所
の
判
決
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
半
数
ほ
ど
の
法
文
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
依
拠
資
料
を
明
確
に
で
き
な
い
が
、「
幕
府
の
判
決
の
要
旨
を
類
集
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
石
井
氏
の

57
）

見
解
が
当
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
判
決
の
多
く
は
、
お
そ
ら
く
勘
定
奉
行
所
の
そ
れ
で
あ

ろ
う
。
な
お
一
部
に
は
、
慣
習
法
を
成
文
法
化
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
木
陰
伐
は
、
双
方
立
合
伐
之
事
通
例
た
り
、

六
田
畑
、
第
一
一
六
条
）

一
女
子
も
父
之
宗
旨
ニ
成
候
儀
通
例
也
、

二
〇
寺
社
後
住
、
離
旦
、
第
三
五
四
条
）

一
惣
て
密
通
之
儀
、
密
会
之
所
を
押
候
か
、
或
は
艶
書
等
其
外
慥
成
証
拠
等
有
之
、
密
通
と
議
定
致
す
通
例
也
、

三
四
密
通
、
第
四
八
七
条
）

と
い
う
よ

58
）

う
に
、「
通
例
也
」
と
い
う
文
言
で
法
文
を
締
め
く
く
る
場
合
が
そ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
左
に
示
す
の
は

「
御
定
也
」
で
法
文
を
締
め
く

59
）

く
る
。
こ
れ
ら
の
法
文
も
ま
た
慣
習
法
か
、
あ
る
い
は
判
例
法
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
を
成
文
法
化
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し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
諸
人
一
同
之
御
救
ニ
は
、
米
穀
能
出
来
候
儀
と
、
人
々
分
限
を
守
り
、
費
不
致
様
之
御
仕
置
を
専
要
ニ
申
付
、
此
外
諸
人
え
不

行
渡
儀
は
不
申
付
御
定
也
、

一
公
事
訴
訟

罪
科
之
者

取
捌
大
概
、
第
五
二
条
）

一
奉
公
人
之
請
ニ
立
候
儀
、
口
入
慥
ニ
候
共
、
其
も
の
ゝ
出
所
元
宿
等
承
届
、
下
請
人
入
念
取
候
御
定
也
、

一
八
奉
公
人
、
欠
落
、
取
逃
、
引
負
、
第
二
八
六
条
）

一
壇
越
之
輩
雖
何
寺
た
り
と
、
可
任
其
意
、
猥
ニ
僧
侶
之
方
よ
り
不
可
相
争
御
定
也
、

二
〇
寺
社
後
住
、
離
旦
、
第
三
四
二
条
）

一
壇
方
建
立
由
緒
有
之
寺
院
住
職
之
儀
は
、
為
其
旦
那
計
之
条
、
本
寺
よ
り
遂
相
談
、
可
任
其
意
御
定
也
、

同
右
、
第
三
四
三
条
）

一
金
銀
を
以
後
住
之
契
約
致
へ
か
ら
さ
る
御
定
也
、

同
右
、
第
三
四
四
条
）

本
書
は
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」、
編
纂
さ
な
か
の
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
勘
定
奉
行
所
の
判
例

な
ど
を
主
要
な
依
拠
資
料
と
し
て
編
集
し
た
法
律
書
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
人
々
の
実
生
活
に
か
か
わ
る
民
事
規
定
、
犯
罪
と
刑
罰

に
か
か
わ
る
刑
事
規
定
と
の
両
者
を
包
含
し
て
い
る
。

本
書
の
書
名
に
「
律
令
」
と
い
う
の
は
、
序
の
冒
頭
に
、

律
令
は
天
下
を
治
む
る
法
な
り
、
令
は
前
方
に
教
へ
て
善
ニ
至
ら
し
め
、
律
は
後
ニ
懲
し
、
善
ニ
す
ゝ
め
、
罪
を
犯
す
事
な
き
様

ニ
と
の
意
ニ
し
て
、
罪
を
犯
し
て
以
後
、
其
者
を
の
か
さ
す
罪
ニ
行
ハ
ん
と
の
意
ニ
て
ハ
な
し
、

と
述
べ
る

60
）

記
述
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
律
令
と
は
天
下
を
統
治
す
る
た
め
の
法
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
令
は
、「
前
方
に
教

へ
て
善
ニ
至
ら
し
め
」
る
教
令
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
内
容
を
人
々
に
周
知
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
律
は
教
令

法
で
あ
る
令
に
違
犯
し
た
者
を
「
後
ニ
懲
」
ら
す
た
め
の
懲
罰
法
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
懲
罰
そ
の
も
の
が
目
的
で
は
な
く
、
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人
々
を
「
善
ニ
す
ゝ
め
、
罪
を
犯
す
事
な
き
様
ニ
と
」
す
る
こ
と
が
法
の
趣
旨
で
あ
る
と
説
く
。「
律
令
要
略
」
と
い
う
書
名
に
は
、

こ
の
よ
う
な
律
令
法
の
趣
旨
に
基
づ
く
法
律
書
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
民
事
規
定
が
令
の
法
文
に
、

刑
事
規
定
が
律
の
法
文
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当

61
）

す
る
。

公
事
方
御
定
書
」
編
纂
の
開
始
直
前
で
あ
る
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
十
一
月
、
三
七
〇
餘
箇
条
か
ら
成
る
「
評
定
所
御
定
書
」

と
い
う
法
律
書
が
成
立

62
）

し
た
。
こ
の
法
律
書
は
、
主
と
し
て
出
入
筋
を
裁
く
た
め
の
法
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
増
補
版
と
い
う

べ
き
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
は
刑
事
規
定
を
多
く
増
補
し
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
や
は
り
民
事
規
定
を
主
体
と
す
る
。
一
方
、
今
ま
さ

に
編
纂
中
の
「
公
事
方
御
定
書
」
上
下
巻
は
、
吟
味
筋
を
裁
く
た
め
の
刑
事
規
定
を
中
心
と
し
て
編
纂
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ

に
は
、
国
郡
や
村
の
境
界
争
い
、
入
会
に
関
す
る
争
い
、
漁
撈
・
狩
猟
を
め
ぐ
る
海
川
山
の
論
争
、
田
畑
な
ど
耕
作
地
を
め
ぐ
る
論

争
、
堤
井
堰
な
ど
利
水
治
水
問
題
、
相
続
・
養
子
・
離
婚
の
も
め
ご
と
、
お
よ
び
質
入
や
借
金
を
め
ぐ
る
紛
争
、
寺
社
後
住
や
離
旦

等
々
を
裁
く
規
定
、
す
な
わ
ち
出
入
筋
を
裁
く
た
め
の
実
体
法
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い

63
）

な
い
。
編
者
氏
長
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
承

知
し
て
い
て
、
出
入
筋
お
よ
び
吟
味
筋
の
双
方
に
対
応
可
能
な
法
律
書
と
し
て
本
書
を
編
纂
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、

本
書
冒
頭
に
序
を
置
い
て
吟
味
筋
の
心
得
を
説
き
、
つ
い
で
公
事
訴
訟
取
捌
之
心
得
を
配
し
て
出
入
筋
の
心
得
を
説
く
の
は
、
そ
の
故

で
あ
る
。

本
書
の
序
に
は
「
寛
保
元
酉
年
初
夏
日
」
と
い
う
年
月
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
氏
長
が
序
を
記
し
た
年
月
で
あ
っ

て
、
本
書
成
立
の
年
月
で
は
な
い
。
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
氏
長
は
寛
保
二
年
二
月
二
十
九
日
に
下
知
と
な
っ
た
「
公
事
方
御
定

書
」
の
法
文
を
採
録
す
る
一
方
、
翌
三
月
二
十
二
日
下
知
の
法
文
を
採
録
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
成
立
は
寛
保
二
年
二

月
二
十
二
日
以
後
ま
も
な
く
の
こ
と
で

64
）

あ
る
。

氏
長
は
、
人
物
が
い
ま
だ
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
氏
長
は
、「
評
定
所
御
定
書
」
を
増
補
し
た
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
を
利
用
し
て
い

53 律令要略」について (高塩 博)



る
。
し
た
が
っ
て
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
成
立
は
、
元
文
二
年
十
一
月
以
降
寛
保
元
年
頃
の
間
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
書
の

成
立
に
は
、
勘
定
奉
行
所
に
所
属
す
る
勘
定
あ
る
い
は
支
配
勘
定
、
ま
た
は
評
定
所
留
役
な
ど
が
関
与
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、

本
書
の
編
者
は
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
を
い
ち
早
く
利
用
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
氏
長
は
、
編
纂
が
進
行
中
の
「
公
事
方

御
定
書
」
の
法
文
を
も
参
照
で
き
た
。
周
知
の
よ
う
に
、「
公
事
方
御
定
書
」
は
三
奉
行
以
外
に
は
他
見
を
許
さ
な
い
秘
密
法
と
し
て

成
立
し
た
。
そ
の
よ
う
に
機
密
性
の
高
い
法
文
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、「
大
明
律
例
譯
義
」
を
も
参
照
し
て
い

る
。「
大
明
律
例
譯
義
」
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
十
二
月
、
和
歌
山
藩
の
儒
医
高
瀬
喜
朴
が
将
軍
吉
宗
の
命
に
よ
っ
て
著
述
し
、

将
軍
に
捧
呈
し
た
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
ち
ら
も
ま
た
、
た
や
す
く
見
る
こ
と
の
出
来
る
書
物
で
は
な
い
。
氏
長
が
参
照
し
た
寛

保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
頃
は
、
捧
呈
の
の
ち
約
二
十
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
写
本
が
巷
間
に
流
布
し
て
い
る

筈
も
な
い
。
こ
の
書
を
参
照
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
特
定
の
部
署
に
所
属
す
る
幕
府
役
人
に
限
ら
れ
る
で
あ

65
）

ろ
う
。

こ
れ
ら
の
依
拠
資
料
を
も
っ
と
も
容
易
に
利
用
で
き
る
人
物
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
編
纂
を
担
当
す
る
実
務
役
人
で
あ
ろ
う
。
寛

保
二
年
四
月
六
日
、「
公
事
方
御
定
書
」
編
纂
の
功
績
に
よ
り
、
四
人
の
実
務
役
人
が
御
定
書
御
用
掛
三
奉
行
と
と
も
に
褒
賞
さ
れ
た
。

そ
の
四
人
と
は
、
勘
定
で
評
定
所
留
役
の
任
に
あ
る
浅
井
半
左
衛
門
、
鵜
飼
左
十
郎
、
支
配
勘
定
の
岩
佐
郷
蔵
、
倉
橋
武
右
衛
門
で

66
）

あ
る
。
浅
井
は
元
文
二
年
六
月
に
勘
定
に
昇
格
す
る
と
と
も
に
評
定
所
留
役
に
就
い
た
。
三
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。
鵜
飼
は
三
十
歳
の

元
文
五
年
五
月
、
勘
定
に
昇
格
し
て
評
定
所
留
役
に
就
任
し
た
。
岩
佐
、
倉
橋
の
両
人
は
支
配
勘
定
と
し
て
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編

纂
に
従
事
す
る
が
、
そ
の
就
任
年
は
不
明
で
あ
る
。
寛
保
二
年
の
時
点
で
、
岩
佐
、
倉
橋
共
に
三
十
八
歳
で

67
）

あ
る
。
岩
佐
は
寛
保
二
年

十
二
月
に
勘
定
に
昇
格
し
て
評
定
所
留
役
に
就
き
、
翌
三
年
七
月
頃
ま
で
に
は
浅
井
の
後
任
の
御
定
書
掛
と
な

68
）

っ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
公
事
吟
味
之
心
得
の
内
容
を
み
る
と
、
本
書
は
評
定
所
や
勘
定
奉
行
所
な
ど
中
央
の
裁
判
役
所
の
実
務
役
人
が

用
い
る
た
め
に
編
述
さ
れ
て
い
る
。
本
書
を
め
ぐ
る
以
上
に
述
べ
た
状
況
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
本
書
の
編
者
と
し
て
は
、
右
の
四
人
の
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う
ち
の
い
ず
れ
か
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
。
そ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
序
の
末
尾
に
「
寛
保
元
酉
年
初
夏
日

御
勘
定
奉
行
公
事
方
／

杉
岡
佐
渡
守
／
氏
長
」
と
い
う
文
言
を
も
つ
伝
本
の
存
在
で

69
）

あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
勘
定
奉
行
杉
岡
佐
渡
守
能
連
を
本
書
の
編
者
に
仮

託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
杉
岡
佐
渡
守
は
「
公
事
方
御
定
書
」
編
纂
の
当
初
、
御
定
書
御
用
掛
三
奉
行
の
一
人
と
し
て
主
力
と
な
っ
て

作
業
を
推
進
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
草
案
で
あ
る
「
元
文
四
未
年
御
帳
」
の
編
纂
に
着
手
し
て
三
箇
月
半
ほ
ど
経
っ
た
元
文
三
年

七
月
二
日
、
現
職
の
ま
ま
で
逝
去
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
寛
保
元
年
四
月
に
は
生
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
杉
岡
佐
渡
守
に
仮
託

し
た
理
由
は
、
彼
に
縁
の
人
物
が
本
書
を
編
纂
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
右
の
四
人
の
内
、
杉
岡
佐
渡
守
の
も
と
で
評
定
所
留
役

の
任
に
あ
っ
た
の
は
浅
井
半
左
衛
門
で
あ
る
。
編
者
と
し
て
は
浅
井
半
左
衛
門
が
最
有
力
で
あ

70
）

ろ
う
。「
氏
長
」
と
い
う
の
は
、
あ
る

い
は
架
空
の
名
か
も
知
れ
な
い
。
機
密
に
属
す
る
資
料
を
利
用
し
た
た
め
に
、
実
名
を
避
け
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
具
体
的
な
史
料
に
よ
っ
て
編
者
氏
長
を
特
定
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
後
考
に
期
待
し
た
い
。

む

す

び

編
者
を
浅
井
半
左
衛
門
に
想
定
し
た
と
し
て
も
、
腑
に
落
ち
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
書
が
寛
保
二
年
三
月
二
十
二
日
下
知

の
「
公
事
方
御
定
書
」
法
文
を
採
録
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
が
こ
の
直
前
に
成
立
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
、
浅
井
が
そ
れ
を
補

充
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
最
終
下
知
の
法
文
を
採
録
し
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
律
令
要
略
」
は
未
完
の
法
律

書
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
序
の
日
付
が
本
文
成
立
の
年
月
よ
り
十
箇
月
ほ
ど
前
で
あ
る
こ
と
も
不
可
解
で
あ
る
。
序
が
先
に

出
来
て
本
文
成
立
が
遅
れ
た
と
い
う
単
純
な
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
特
別
な
理
由
が
存
す
る
こ
と
な
の
か
不
明
で
あ
る
。

と
も
か
く
も
、「
律
令
要
略
」
は
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
が
ま
も
な
く
終
了
し
よ
う
す
る
時
に
成
立
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
本
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書
と
同
様
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
が
進
め
ら
れ
て
い
る
最
中
に
成
立
し
た
法
律
書
が
他
に
も
存
す
る
。
そ
れ
は
「
評
定
所
御
定

書
」、
お
よ
び
編
纂
途
上
に
あ
る
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
と
を
組
み
合
わ
せ
て
一
書
と
し
た
法
律
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
公
事

方
大
成
」「
当
時
御
法
式
」「
裁
許
破
掟
背
」「
元
文
秘
録
」「
台
政
評
定
訣
」
な
ど
と
題
す
る
写
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
公
事

方
大
成
」
と
「
当
時
御
法
式
」
と
は
、
寛
保
元
年
六
月
伺
、
同
年
九
月
二
十
二
日
下
知
の
法
文
と
「
評
定
所
御
定
書
」
と
が
組
み
合
わ

さ
っ
て
い
る
。「
裁
許
破
掟
背
」
は
寛
保
元
年
十
一
月
伺
、
翌
二
年
二
月
二
十
九
日
下
知
の
法
文
と
「
評
定
所
御
定
書
」
と
が
組
み
合

わ
さ
っ
て
い
る
。「
元
文
秘
録
」
は
、
寛
保
元
年
六
月
伺
、
同
年
九
月
二
十
二
日
下
知
の
法
文
お
よ
び
寛
保
元
年
十
一
月
伺
、
翌
二
年

二
月
二
十
九
日
下
知
の
法
文
を
収
載
し
、
こ
れ
と
「
評
定
所
御
定
書
」
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。「
台
政
評
定
訣
」
は
、
元
文
五

年
閏
七
月
十
六
日
伺
、
同
月
下
知
の
法
文
に
始
ま
っ
て
、
寛
保
元
年
十
一
月
伺
、
同
二
年
二
月
二
十
九
日
下
知
の
法
文
に
至
る
、
実
に

五
十
三
箇
条
を
収
載
し
て
い
て
、
こ
れ
に
「
評
定
所
御
定
書
」
お
よ
び
幕
府
刑
法
と
見
な
す
べ
き
法
文
五
八
箇
条
と
の
三
者
が
組
み
合

わ
さ
っ
た
法
律
書
で

71
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
法
律
書
の
成
立
は
、
寛
保
元
年
九
月
二
十
二
日
下
知
以
降
、
寛
保
二
年
二
月
二
十

九
日
下
知
の
直
後
の
こ
ろ
ま
で
の
間
に
求
め
ら
れ
る
。
編
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
御
定
書
御
用
掛
を
勤
め
る
評
定
所
留

役
、
支
配
勘
定
あ
る
い
は
彼
ら
の
同
僚
な
ど
で
あ
ろ
う
。「
律
令
要
略
」
成
立
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
書
の
存
在
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
台
政
評
定
訣
」
に
収
載
す
る
五
八
箇
条
で
あ
る
。
こ
の
五
八
箇
条
は
幕
府
刑
法
と
見
な
す
べ
き
法
文
で

あ
り
、
元
文
五
年
ま
で
に
起
草
さ
れ
た
「
公
事
方
御
定
書
」
の
刑
法
規
定
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
。
そ
の
五
八
箇
条
す
べ
て
が

「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
の
で

72
）

あ
る
。「
律
令
要
略
」
は
そ
の
よ
う
な
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
を
編
纂
資
料

と
し
て
用
い
て
お
り
、
五
八
箇
条
の
う
ち
三
〇
箇
条
以
上
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
文
あ
る
い
は
同
意
の
法
文
と
し
て
こ
れ
を
継
承
し
て

73
）

い
る
。
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以
上
に
見
た
事
実
か
ら
す
る
と
、
寛
保
元
年
九
月
以
降
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
途
上
の
法
文
と
「
評
定
所
御
定
書
」
と
を
組

み
合
わ
せ
た
法
律
書
の
幾
種
類
か
が
作
ら
れ
、
そ
れ
と
並
行
す
る
か
の
よ
う
に
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
が
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
律
令
要
略
」
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
採
り
入
れ
、
法
文
を
よ
り
洗
練
さ
せ
る
と
と
も
に
、
項
目
を
立
て
て
法
文
を
類
集
し
て
法
律
書
と

し
て
の
体
裁
を
整
え
た
の
で
あ

74
）

っ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
中
田
薫
氏
は
、
本
書
に
は
「「
律
令
」
概
念
の
復
活
」
が
見
ら
れ
、
こ
れ
を
「
中
世
法
と
異
な
る
法
律
観
の
変
化
」

と
捉
え
て
お
ら

75
）

れ
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。「
律
令
要
略
」
は
、
律
令
法
の
考
え
方
を
念
頭
に
置
い
て
編
纂
さ
れ
た
私
撰
の
法
律
書

な
の
で
あ
る
。
律
令
法
概
念
の
芽
生
え
は
、
享
保
年
間
に
お
け
る
日
中
律
令
に
関
す
る
研
究
が
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ら
の
研
究

は
す
べ
て
将
軍
吉
宗
が
主
導
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
高
瀬
喜
朴
著
述
の
「
大
明
律
例
譯
義
」
は
そ
の
先
駆
け
を
な
す
仕
事
で

76
）

あ
る
。

１
）

石
井
良
助
「『
近
世
法
制
史
料
叢
書
第
二
』
序
」
三
頁
、
昭
和
三
十
四
年
、
創
文
社
。

２
）

岡
琢
郎
「『
牧
民
心
鑑
・
素
書
・
律
令
要
略
序
等
』
解
説
」
三
〜
四
頁
、『
司
法
資
料
』
別
冊
一
六
号
、
昭
和
十
八
年
、
司
法
省
秘
書
課
。

３
）

石
井
良
助
「『
近
世
法
制
史
料
叢
書
第
三
』
序
」
二
頁
、
昭
和
三
十
四
年
、
創
文
社
。

４
）

中
田
薫
「
古
法
雑
感
」『
法
制
史
論
集
』
第
四
巻
五
四
頁
、
昭
和
三
十
九
年
、
岩
波
書
店
（
初
発
表
は
昭
和
二
十
二
年
）。

５
）

茎
田
佳
寿
子
『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』
九
九
〜
一
〇
一
頁
、
昭
和
五
十
五
年
、
巌
南
堂
書
店
。

６
）

服
藤
弘
司
『
刑
事
法
と
民
事
法
』
幕
藩
体
制
国
家
の
法
と
権
力
Ⅳ
、
一
七
五
頁
、
昭
和
五
十
八
年
、
創
文
社
。

７
）

高
塩
博
「『
大
明
律
例
譯
義
』
に
つ
い
て
」
小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
高
瀬
喜
朴
著
大
明
律
例
譯
義
』
所
収
七
三
〇
頁
、
平
成
元
年
、
創
文
社
。

８
）

大
庭
脩
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
受
容
の
研
究
』
二
三
二
頁
、
昭
和
五
十
九
年
、
同
朋
社
出
版
、
高
塩
博
「『
大
明
律
例
譯
義
』
に
つ
い
て
」

前
掲
書
七
二
四
〜
七
二
五
頁
。

９
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
二
九
七
〜
二
九
九
頁
。

10
）

高
塩
博
「『
大
明
律
例
譯
義
』
に
つ
い
て
」
前
掲
書
七
二
〇
〜
七
二
一
頁
。

11
）

小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
高
瀬
喜
朴
著
大
明
律
例
譯
義
』
六
頁
。
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12
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
二
九
七
頁
。

13
）

小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
高
瀬
喜
朴
著
大
明
律
例
譯
義
』
六
〜
七
頁
。

14
）

小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
高
瀬
喜
朴
著
大
明
律
例
譯
義
』
八
頁
。

15
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
二
九
七
頁
。

16
）

小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
高
瀬
喜
朴
著
大
明
律
例
譯
義
』
九
頁
。

17
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
二
九
九
・
三
〇
〇
頁
。

18
）

庁
政
談
」
は
、「
右
三
百
七
拾
ヶ
条
は
、
元
文
弐
年
巳
十
一
月
、
従
三
奉
行
伺
之
上
、
評
定
所
之
御
定
書
也
」
と
い
う
奥
書
を
有
し
、
こ
こ
に
「
評

定
所
之
御
定
書
」
と
見
え
て
い
る
。「
庁
政
談
」
系
統
の
写
本
は
夥
し
い
数
が
今
日
に
伝
存
す
る
が
、「
庁
政
談
」
の
書
名
を
も
つ
伝
本
は
ご
く
少
数
で
あ

る
。
右
の
奥
書
に
基
づ
い
て
書
名
を
「
評
定
所
御
定
書
」
と
す
る
の
が
、
本
書
の
性
格
を
よ
り
的
確
に
表
現
す
る
よ
う
に
思
う
。『
幕
府
時
代
の
掟
及
古

文
書
数
種
』
は
、「
御
評
定
所
定
書
」
と
題
す
る
写
本
を
翻
刻
し
て
収
載
す
る
（『
名
古
屋
控

訴
院
管
内
司
法
資
料
』
一
九
号
四
一
〜
七
四
頁
、
昭
和
十
年
、
名
古
屋

控
訴
院
）。「
庁
政
談
」
が
三
六
〇
条
で
あ
る
の
に
対
し
て
こ
の
書
は
三
五
五
条
で
、
条
文
数
が
や
や
少
な
い
が
そ
の
内
容
は
「
庁
政
談
」
に
同
じ
で
あ

る
。
そ
の
奥
書
は
「
右
三
百
七
十
余
ヶ
条
は
元
文
二
年
己

マ
マ
巳
）十
一
月
、
縦
奉
行
所
窺
之
上
、
評
定
所
之
御
定
書
也
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
拙
蔵

本
に
も
「
評
定
所
御
定
書
」
と
題
す
る
写
本
が
存
し
、「
右
三
百
七
拾
余
ヶ
条
は
元
文
二
年
巳
十
一
月
、
従
三
奉
行
窺
之
上
評
定
所
之
御
定
書
也
」
と
い

う
奥
書
が
存
す
る
。
本
書
は
三
七
六
箇
条
を
存
し
、
若
干
の
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
法
文
の
配
列
と
内
容
は
「
庁
政
談
」
に
同
じ
で
あ
る
。
茎
田
氏

も
「
庁
政
談
」
系
統
本
二
四
本
を
紹
介
す
る
に
つ
い
て
は
、「
評
定
所
定
書
」
と
い
う
項
目
を
た
て
て
説
明
し
て
い
る
（『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』
八
九

〜
九
八
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
奥
書
を
尊
重
し
て
「
評
定
所
御
定
書
」
と
い
う
書
名
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
橋
本
久
氏
は
、「
庁
政
談
」
系
統
本
を
調
査
さ
れ
た
際
、
そ
の
表
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
居
ら
れ
る
。「
元
来
定
ま
っ
た
名
も
も
た
ぬ

ま
ま
流
布
し
た
本
と
推
定
し
、
か
り
に
冒
頭
の
項
目
名
を
採
用
し
て
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
の
名
を
用
い
て
お
き
た
い
。
当
初
の
本
を
「
評
定
所
御
定
」
と

称
し
た
可
能
性
は
あ
る
」（「『
公
事
訴
訟
取
捌
』
小
考
」『
歴
史
と
考
古
学
』
高
井
悌
三
郎
先
生
喜
寿
記
念
論
集
六
四
九
頁
、
昭
和
六
十
三
年
、
真
陽
社
）。

茎
田
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、「
評
定
所
御
定
書
」
は
類
本
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
条
文
数
の
上
か
ら
三
群
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
す

な
わ
ち
、
二
七
〇
箇
条
前
後
の
第
一
群
、
奥
書
の
三
七
〇
箇
条
に
準
じ
る
第
二
群
、
三
八
〇
箇
条
か
ら
四
〇
〇
餘
箇
条
の
第
三
群
で
あ
る
。
第
一
群
は

「
元
文
二
年
二
月
、
古
例
、
先
例
を
中
心
と
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
第
二
群
は
、「
第
一
群
を
原
本
と
し
て
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」（「
公
事
掛
」）「
質
田
地

論
借
金
」「
奉
公
人
出
入
」「
裁
許
破
掟
背
」「
御
仕
置
者
」
の
項
を
増
補
し
、
古
例
、
先
例
集
か
ら
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
規
則
へ
形
式
が
と
と
の
っ
て
く
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る
。
し
か
し
一
条
Ⅱ
項
に
大
岡
越
前
守
支
配
の
特
例
を
規
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
元
例
の
御
書
付
を
そ
の
ま
ま
載
録
す
る
な
ど
、
増
補
の
大
半
が
法
令
そ

の
ま
ま
を
箇
条
書
に
し
た
長
文
と
な
る
。」
と
い
う
。
第
三
群
は
、「
一
条
Ⅱ
項
に
、「
元
文
三
午
年
御
帳
」
の
下
ヶ
札
に
よ
る
、
大
岡
越
前
守
支
配
の
特

例
が
載
録
さ
れ
、
下
限
は
寛
保
元
年
四
月
ま
で
で
、「
公
事
方
御
定
書
」
編
纂
過
程
を
反
映
す
る
」
と
い
う
（『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』
九
九
〜
一
〇
〇

頁
）。

19
）

石
井
良
助
「『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
三
序
」
二
頁
、
昭
和
三
十
四
年
、
創
文
社
。

20
）

庁
政
談
」
の
奥
書
に
は
「
三
百
七
拾
ヶ
条
」
と
あ
り
、
編
者
石
井
氏
が
番
号
を
与
え
た
法
文
数
は
三
六
〇
箇
条
で
あ
る
。「
庁
政
談
」
は
第
二
七
五

条
と
第
二
七
六
条
と
の
間
に
八
箇
条
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
。
後
述
す
る
「
公
事
訴
訟
取
捌
」（
京
大
本
）
の
第
二
八
九
条
か
ら
第
二
九
六
条
に
該
当
す
る

法
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
庁
政
談
」
に
収
載
す
る
法
文
数
は
本
来
、
奥
書
に
記
す
と
お
り
三
七
〇
箇
条
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
茎
田
佳

寿
子
氏
に
よ
る
と
、「
評
定
所
御
定
書
」
の
条
文
数
は
、
元
文
二
年
十
一
月
時
点
に
お
い
て
は
三
七
〇
箇
条
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
と
い
う
（『
江
戸
幕
府

法
の
研
究
』
九
八
〜
九
九
頁
）。
法
文
数
の
検
討
は
、
後
考
に
俟
ち
た
い
。

21
）

茎
田
佳
寿
子
氏
は
、「
律
令
要
略
」
と
「
庁
政
談
」
と
を
比
較
し
て
、
左
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
（『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』
一
〇
一
頁
）。

「
律
令
要
略
」
各
諸
本
は
名
称
・
内
容
と
も
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
が
、「
庁
政
談
」
系
統
本
は
、
異
同
が
多
い
。「
律
令
要
略
」
は
私
撰
で
あ
る
が
、「
庁

政
談
」
は
私
撰
・
公
撰
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
。
両
者
の
決
定
的
な
差
異
は
、「
律
令
要
略
」
が
「
公
事
方
御
定
書
」
に
準
じ
て
い
る
の
に
対
し
て

「
庁
政
談
」
系
統
本
は
い
ず
れ
も
、「
御
仕
置
」
の
中
心
で
あ
る
「
逆
罪
」「
人
殺
」「
下
手
人
」「
重
キ
科
人
」
等
の
条
文
を
欠
く
。

22
）

庁
政
談
」
系
統
の
類
本
に
つ
い
て
は
、
茎
田
佳
寿
子
『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』
八
九
〜
一
〇
四
頁
参
照
。

公
事
訴
訟
取
捌
」
と
題
す
る
法
律
書
は
、
橋
本
氏
に
よ
っ
て
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
本
が
、
藪
氏
に
よ
っ
て
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵

本
が
そ
れ
ぞ
れ
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

橋
本
久
「『
公
事
訴
訟
取
捌
』（
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
）」『
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
』
八
号
、
昭
和
六
十
二
年

藪
利
和
「

資
料

公
事
訴
訟
取
捌
」『
札
幌
学
院
法
学
』
一
二
巻
二
号
、
平
成
八
年

京
大
本
は
四
〇
七
箇
条
、
東
大
本
は
四
一
一
箇
条
で
あ
る
（
藪
氏
の
翻
刻
は
条
文
番
号
を
与
え
て
い
な
い
の
で
、
筆
写
が
数
え
た
）。
両
者
の
間
に
は
、

ご
く
少
し
な
が
ら
法
文
の
出
入
が
見
ら
れ
、
配
列
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
わ
ず
か
の
差
異
が
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
書
は
同
じ
法
律
書
と
み
て
よ

い
。備

後
国
福
山
藩
が
所
蔵
し
た
「
御
定
書
写
」
と
題
す
る
幕
府
法
律
書
も
ま
た
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」
と
同
じ
内
容
を
持
ち
、
四
〇
六
箇
条
か
ら
成
る
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（
条
文
数
は
筆
者
が
数
え
た
）。
こ
の
写
本
は
、
左
記
に
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

林
紀
昭
「
鏡
櫓
文
書
館
蔵
『
御
定
書
写
』－

御
定
書
系
藩
刑
法
典
の
一
考
察
」
参
考
史
料

Ⅱ
）－

」『
法
と
政
治
』
三
三
巻
二
号
、
昭
和
五
十
七
年

橋
本
氏
は
ま
た
、
弘
前
藩
士
菊
池
形
左
衞
門
の
筆
写
し
た
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
を
も
翻
刻
し
て
お
ら
れ
る
（「
弘
前
藩
の
刑
法
典

七
）－

寛
政
律－

」

大
阪
経
済
法
科
大
学
『
法
学
論
集
』
一
五
号
、
昭
和
六
十
二
年
）。
本
書
は
、
四
〇
四
箇
条
か
ら
成
り
、
条
文
配
列
に
お
い
て
は
京
大
本
、
東
大
本
と
の

異
同
が
見
ら
れ
る
。

23
）

橋
本
久
「『
公
事
訴
訟
取
捌
』（
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
）」
前
掲
誌
七
三
頁
。

24
）

左
に
示
す
「
律
令
要
略
」
の
法
文
も
ま
た
、「
公
事
訴
訟
取
捌
」
に
お
け
る
増
補
法
文
に
基
づ
い
て
い
る
。

一
檀
那
寺
よ
り
挨
拶
も
不
承
届
、
剃
髪
為
致
候
寺
院
は
逼
塞
、（「
律
令
要
略
」
第
三
五
九
条
）

一
前
菩
提
所

之
挨
拶
も
不
承
届
、
剃
髪
於
為
致
は
其
寺
院
逼
塞
、（「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
一
六
二
条
）

25
）

橋
本
久
「『
公
事
訴
訟
取
捌
』（
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
）」
前
掲
誌
七
九
〜
八
〇
頁
。

26
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
二
六
頁
。

27
）

橋
本
久
「『
公
事
訴
訟
取
捌
』（
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
）」
前
掲
誌
八
〇
頁
。

28
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
二
四
頁
。

29
）

橋
本
久
「『
公
事
訴
訟
取
捌
』（
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
）」
前
掲
誌
八
六
頁
。

30
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
三
四
頁
。

31
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
四
七
頁
。

32
）

こ
こ
で
比
較
対
照
す
る
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
法
文
は
、
寛
保
二
年
三
月
成
立
時
の
法
文
で
あ
る
。
こ
の
時
の
法
文
に
つ
い
て
は
、
茎
田
佳
寿

子
『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』
五
七
一
〜
六
〇
八
頁
、
藪
利
和
「「
公
事
方
御
定
書
下
巻
」
の
原
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
」『
幕
藩
国
家
の
法
と
支
配
』
高
柳
真

三
先
生
頌
寿
記
念
八
〇
〜
一
三
八
頁
、
昭
和
五
十
九
年
、
有
斐
閣
）
参
照
。

33
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
四
三
頁
。

34
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
二
二
頁
。

35
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
五
〇
頁
。

36
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
三
八
頁
。

60國學院法學第52巻第3号 (2014)



37
）

司
法
省
蔵
版
・
法
制
史
学
会
編
『
徳
川
禁
令
考
』（
平
成
二
年
第
五
刷
、
創
文
社
）
後
集
第
三
、
三
九
二
〜
三
九
三
頁
。

38
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
四
、
八
一
〜
八
二
頁
。

39
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
二
、
四
一
六
〜
四
一
七
頁
。

40
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
三
、
一
八
九
〜
一
九
一
頁
。

41
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
四
、
三
四
〜
三
五
頁
。

42
）

元
文
五
年
閏
七
月
の
三
奉
行
伺
か
ら
徳
川
吉
宗
に
よ
る
寛
保
二
年
三
月
二
十
二
日
下
知
に
い
た
る
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
、

高
塩
博
「「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
途
上
の
法
文
を
載
せ
る
法
律
書
」（『
國
學
院
法
學
』
五
二
巻
一
号
六
五
〜
六
六
頁
、
平
成
二
十
六
年
）
参
照
。

43
）

律
令
要
略
」
に
収
載
す
る
編
纂
途
上
の
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
を
一
覧
す
る
と
、
左
の
よ
う
で
あ
る
。

★
元
文
五
年
閏
七
月
十
六
日
伺
、
同
年
同
月
下
知
の
法
文
（
下
巻
五
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
二
箇
条
。

・「
律
令
要
略
」
五
二
科
人
拷
問

訴
人
、
旧
悪
の
第
六
四
三
条
…

公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
八
十
三
条
拷
問
可
申
付
品
之
事

・
同
五
三
火
附

火
札
の
第
六
四
九
条
…
同
第
七
十
条
火
附
御
仕
置
之
事
の
第
三
・
四
項

★
元
文
五
年
八
月
伺
、
同
年
八
月
二
十
八
日
下
知
の
法
文
（
上
巻
二
箇
条
・
下
巻
四
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
二
箇
条
。

・
同
一
公
事
訴
訟

罪
科
之
者
取
捌
大
概
の
第
三
九
・
四
〇
条
…
同
第
十
一
条
論
所
見
分

地
改
遣
候
事
の
第
一
・
二
項

・
同
三
公
事
出
入
証
拠
不
用
の
第
七
五
条
…
同
第
十
三
条
裁
許
可
取
用
証
拠
書
物
之
事

★
元
文
五
年
九
月
伺
、
同
年
十
月
五
日
下
知
の
法
文
（
上
巻
二
箇
条
・
下
巻
二
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
一
箇
条
。

・
同
一
二
借
金
、
売
懸
金
銀
の
第
一
六
九
・
一
七
〇
条
…
同
第
四
十
条
偽
之
証
文
を
以
金
銀
貸
借
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事

★
元
文
五
年
十
月
伺
、
同
年
十
一
月
七
日
下
知
の
法
文
（
下
巻
六
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
二
箇
条
。

・
同
四
五
科
人
を
為
立
退
候
類
の
第
五
九
四
〜
五
九
六
条
…
同
第
八
十
条
科
人
為
立
退

住
所
を
隠
候
者
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
五
四
盗
賊

携
候
類
の
第
六
七
〇
〜
六
七
二
条
…
同
第
五
十
七
条
盗
物
質
ニ
取
又
ハ
買
取
候
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
三
項

★
元
文
五
年
十
二
月
伺
、
寛
保
元
年
四
月
十
四
日
下
知
の
法
文
（
下
巻
五
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
五
箇
条
。

・
同
一
〇
借
金
銀
の
第
一
六
〇
〜
一
六
四
条
…
同
第
三
十
三
条
借
金
銀
取
捌
之
事
の
第
一
〜
五
項

・
同
一
一
借
金
、
分
散
の
第
一
六
五
条
…
同
第
三
十
五
条
借
金
銀
分
散
申
付
方
之
事

・
同
十
五
田
畑
永
代
売
買
、
質
田
畑
、
小
作
滞
取
捌
、
二
重
質
、
二
重
書
入
、
二
重
売
の
第
二
二
五
・
二
二
六
・
二
三
一
〜
二
四
四
条
…
同
第
三
十
一
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条
質
地
小
作
取
捌
之
事
の
第
一
・
四
・
六
〜
十
七
項

・
同
一
六
欠
落
奉
公
人
、
盗
人
も
准
之
の
第
二
五
九
〜
二
六
四
条
…
同
第
四
十
三
条
欠
落
奉
公
人
御
仕
置
之
事
の
第
二
〜
七
項

・
同
一
七
奉
公
人
請
状
の
第
二
六
五
〜
二
七
七
条
…
同
第
四
十
二
条
奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
三
・
五
〜
十
三
項

★
寛
保
元
年
三
月
二
十
三
日
伺
、
同
年
四
月
二
日
下
知
の
法
文
（
下
巻
三
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
二
箇
条
。

・
同
一
六
欠
落
奉
公
人
、
盗
人
も
准
之
の
第
二
五
八
条
…
同
第
四
十
三
条
欠
落
奉
公
人
御
仕
置
之
事
の
第
一
項

・
同
一
七
奉
公
人
請
状
の
第
二
七
八
〜
二
七
九
条
…
同
第
四
十
二
条
奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事
の
第
十
四
・
十
五
項

★
寛
保
元
年
六
月
伺
、
同
年
九
月
二
十
二
日
下
知
の
法
文
（
下
巻
九
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
八
箇
条
。

・
同
一
一
借
金
、
分
散
の
第
一
六
六
条
…
同
第
三
十
九
条
倍
金

白
紙
手
形
ニ
て
金
銀
貸
借
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事

・
同
二
九
地
頭
え
強
訴
、
其
上
致
徒
党
逃
散
之
百
姓
の
第
四
三
〇
条
…
同
第
二
十
八
条
地
頭
え
対
し
強
訴
其
上
徒
党
い
た
し
逃
散
之
百
姓
御
仕
置
之
事

・
同
三
一
隠
鉄
炮
打
、
鳥
殺
生
人
、
同
訴
人
の
第
四
五
一
〜
四
五
七
条
…
同
第
二
十
一
条
隠
鉄
炮
有
之
村
方
咎
之
事
の
第
一
〜
八
項

・
同
四
三
申
掛
偽
の
第
五
八
六
条
…
同
第
六
十
五
条
申
掛
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
五
項

・
同
四
八
怪
我
ニ
て
相
果
候
も
の
之
相
手
の
第
六
二
五
〜
六
二
七
条
…
同
第
七
十
四
条
怪
我
ニ
て
相
果
候
者
相
手
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
三
項

・
同
五
五
盗
人
の
第
六
七
九
〜
七
〇
〇
条
…
同
第
五
十
六
条
盗
人
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
十
一
項
・
十
六
〜
二
十
六
項

・
同
六
三
人
殺
の
第
七
七
二
〜
八
〇
三
条
…
同
第
七
十
一
条
人
殺

疵
付
等
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
六
・
十
一
〜
十
八
・
二
十
一
・
二
十
二
・
二
十

五
・
二
十
七
・
二
十
八
・
三
十
〜
四
十
・
四
十
二
・
四
十
三
項

・
同
六
四
十
五
歳
以
下
御
仕
置
の
第
八
一
九
〜
八
二
一
条
…
同
第
七
十
九
条
拾
五
歳
以
下
之
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
三
項

★
寛
保
元
年
十
一
月
伺
、
寛
保
二
年
二
月
二
十
九
日
下
知
の
法
文
（
下
巻
三
四
箇
条
）
の
内
、
左
記
の
二
三
箇
条
。

・
同
一
一
借
金
、
分
散
の
第
一
六
七
条
…
同
第
三
三
条
借
金
銀
取
捌
之
事
の
第
七
項

・
同
一
五
田
畑
永
代
売
買
、
質
田
畑
、
小
作
滞
取
捌
、
二
重
質
、
二
重
書
入
、
二
重
売
の
第
二
五
五
〜
二
五
七
条
…
同
第
三
十
七
条
二
重
質
二
重
書
入

二
重
売
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
三
項

・
同
一
七
奉
公
人
請
状
の
第
二
八
二
〜
二
八
四
条
…
同
第
四
十
二
条
奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事
の
第
十
六
項
お
よ
び
寛
保
二
年
三
月
ま
で
に
削
除
の
二

項
・
同
二
七
軽
罪
の
第
四
〇
五
・
四
〇
六
条
…
同
第
八
十
四
条
遠
島
者
再
犯
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項
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・
同
三
五
狼
藉
あ
は
れ
者
の
第
五
一
六
・
五
一
七
条
…
同
第
七
十
六
条
あ
ば
れ
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
三
五
狼
藉
あ
は
れ
者
の
第
五
一
八
条
…
同
第
七
十
五
条
婚
礼
之
節
石
を
打
候
も
の
御
仕
置
之
事

・
同
三
八
御
法
度
之
宗
旨
、
新
規
之
神
事
仏
事
奇
怪
異
説
の
第
五
三
五
〜
五
四
〇
条
…
同
第
五
十
二
条
三
鳥
派
不
受
不
施
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
六
項

・
同
三
八
御
法
度
之
宗
旨
、
新
規
之
神
事
仏
事
奇
怪
異
説
の
第
五
四
一
・
五
四
二
条
…
同
第
五
十
三
条
新
規
之
神
事
仏
事

奇
怪
異
説
御
仕
置
之
事
の

第
一
・
二
項

・
同
四
四
科
人
欠
落
尋
の
第
五
八
七
〜
五
八
九
条
…
同
第
八
十
二
条
科
人
欠
落
尋
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
四
六
人
相
書
を
以
尋
の
第
六
〇
一
〜
六
〇
三
条
…
同
第
八
十
一
条
人
相
書
を
以
御
尋
ニ
可
成
も
の
之
事

・
同
五
〇
可
訴
出
儀
を
押
隠
候
類
の
第
六
三
六
・
六
三
七
条
…
同
第
五
十
九
条
倒
死

捨
物
手
負
病
人
等
有
之
を
不
訴
出
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
・

二
項

・
同
五
一
辻
番
人
御
仕
置
の
第
六
三
九
〜
六
四
二
条
…
同
第
八
十
六
条
辻
番
人
御
仕
置
之
事
の
第
一
〜
四
項

・
同
五
三
火
附

火
札
の
第
六
五
四
・
六
五
五
条
…
同
第
七
十
条
火
附
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
五
四
盗
賊

携
候
類
の
第
六
七
六
〜
六
七
八
条
…
同
第
五
十
七
条
盗
物
質
ニ
取
又
ハ
買
取
候
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
四
〜
六
項

・
同
五
五
盗
人
の
第
七
〇
一
〜
七
〇
四
条
…
同
第
五
十
六
条
盗
人
御
仕
置
之
事
の
第
十
二
〜
十
五
項

・
同
五
六
廻
船
荷
物
の
第
七
〇
五
・
七
〇
六
条
…
同
第
三
十
八
条
廻
船
荷
物
出
売
出
買

船
荷
物
押
領
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
五
七
謀
書
、
謀
判
、
巧
偽
、
火
札
捨
文
捨
子
の
第
七
二
五
・
七
二
六
条
…
同
第
六
十
二
条
謀
書
謀
判
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
五
七
謀
書
、
謀
判
、
巧
偽
、
火
札
捨
文
捨
子
の
第
七
二
七
・
七
二
八
条
…
同
第
六
十
三
条
火
札
張
札
捨
文
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
の
第
一
・

二
項

・
同
五
七
謀
書
、
謀
判
、
巧
偽
、
火
札
捨
文
捨
子
の
第
七
二
九
・
七
三
〇
条
…
同
第
四
十
五
条
捨
子
の
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
五
八
似
セ
事
、
毒
薬
の
第
七
三
一
・
七
三
二
条
…
同
第
六
十
六
条
毒
薬

似
せ
薬
種
売
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
五
八
似
セ
事
、
毒
薬
の
第
七
三
三
条
…
同
第
六
十
七
条
似
せ
金
銀
拵
候
者
御
仕
置
之
事

・
同
五
八
似
セ
事
、
毒
薬
の
第
七
三
四
・
七
三
五
条
…
同
第
六
十
八
条
似
せ
秤
似
せ
枡
似
せ
朱
墨
拵
候
者
御
仕
置
之
事
の
第
一
・
二
項

・
同
六
三
人
殺
の
第
八
〇
四
〜
八
一
八
条
…
同
七
十
一
条
人
殺

疵
付
等
御
仕
置
之
事
の
第
七
〜
十
・
十
七
・
十
九
・
二
十
・
二
十
三
・
二
十
四
・
二

十
六
・
二
十
九
項
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こ
の
一
覧
表
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
律
令
要
略
」
は
下
知
の
済
ん
だ
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
を
漏
れ
な
く
採
録
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
採
録

に
あ
た
っ
て
は
何
ら
か
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

44
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
三
三
頁
。

45
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
三
、
二
頁
。

46
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
五
三
頁
。

47
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
二
、
二
六
頁
。

48
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
四
五
頁
。

49
）

高
塩
博
「「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
過
程
と
「
元
文
五
年
草
案
」
に
つ
い
て
」『
國
學
院
法
學
』
四
八
巻
四
号
一
一
八
頁
、
平
成
二
十
三
年
。

50
）

同
右
一
一
九
頁
。

51
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
一
四
頁
。

52
）

高
塩
博
「「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
過
程
と
「
元
文
五
年
草
案
」
に
つ
い
て
」
前
掲
誌
一
〇
三
頁
。

53
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
四
七
頁
。

54
）

高
塩
博
「「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
過
程
と
「
元
文
五
年
草
案
」
に
つ
い
て
」
前
掲
誌
一
一
九
頁
。

55
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
四
五
頁
。

56
）

高
塩
博
「「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
過
程
と
「
元
文
五
年
草
案
」
に
つ
い
て
」
前
掲
誌
一
一
一
・
一
一
二
・
一
一
九
頁
。

57
）

石
井
良
助
「『
近
世
法
制
史
料
叢
書
第
二
』
序
」
三
頁
。

58
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
一
〇
・
三
八
二
・
三
三
七
頁
。

59
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
三
〇
六
・
三
二
三
・
三
二
七
頁
。

60
）

石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
、
二
九
七
頁
。

61
）

前
掲
し
た
中
田
薫
氏
の
指
摘
が
、「
律
令
要
略
に
お
い
て
律
と
云
い
令
と
云
う
も
の
は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
規
定
を
指
ざ
し
た
も
の
か
」
と
し
て
、

刑
事
法
に
あ
た
る
法
文
を
律
と
捉
え
、「
著
者
が
令
と
称
し
た
も
の
は
恐
ら
く
此
民
事
的
判
例
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
の
は
、
当
を
得
て
い
よ
う
。

62
）

石
井
良
助
「『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
三
序
」
二
頁
参
照
。

63
）

公
事
方
御
定
書
」
の
中
に
民
法
規
定
が
少
な
い
こ
と
に
つ
き
、
笠
谷
和
比
古
氏
は
、
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同
書
（「
公
事
方
御
定
書
」－

引
用
者
）
に
お
い
て
は
民
事
訴
訟
法
関
係
の
条
項
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
民
法
関
係
の
条
項
が
僅
少
で

あ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
『
公
事
方
御
定
書
』
で
は
民
法
関
係
の
事
項
を
除
外
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実

体
私
法
一
般
が
徳
川
時
代
の
幕
府
制
定
法
の
中
で
発
達
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（「
習
俗
の
法
制
化
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
一
三
巻
近
世
三
、
一
五
二
頁
、
平
成
六
年
）。「
公
事
方
御
定
書
」
に
「
民
法
関
係

の
条
項
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
」
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
実
は
、「
実
体
私
法
一
般
が
徳
川
時
代
の
幕
府
制
定
法
の
中
で
発
達
し
な
か
っ
た
と
い

う
事
情
に
由
来
」
す
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
法
の
実
体
法
に
つ
い
て
は
、「
評
定
所
御
定
書
」
乃
至
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
に
委
ね
る

と
い
う
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
方
針
に
由
来
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
笠
谷
氏
は
右
論
文
を
『
徳
川
吉
宗
』（
ち
く
ま
新
書
、
平
成
七
年
）
に
再
録
す
る
が
、
右
の
一
説
を
削
除
し
て
お
ら
れ
る
（
同
書
一
四
三

頁
）。

64
）

律
令
要
略
」
は
一
公
事
訴
訟

罪
科
之
者
取
捌
大
概
の
第
六
六
条
と
し
て
、
諸
宗
寺
院
に
関
わ
る
公
事
訴
訟
の
取
扱
に
つ
い
て
の
触
書
を
載
せ
る
が
、
そ
の
日
付

は
寛
保
元
年
十
一
月
十
八
日
で
あ
る
。「
寛
保
元
酉
年
初
夏
日
」
は
、
や
は
り
序
を
記
し
た
日
付
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

65
）

幕
府
評
定
所
が
所
持
し
て
い
た
「
大
明
律
例
譯
義
」
が
、
今
日
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
架
号
一
八
二－

五
八
二
、
高
塩

博
「『
大
明
律
例
譯
義
』
に
つ
い
て
」
前
掲
書
七
二
九
・
七
三
二
頁
）。
評
定
所
は
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
当
時
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
書
を
所
持

し
て
い
て
利
用
に
供
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

66
）

御
定
書
御
用
掛
を
褒
賞
す
る
記
事
は
、「
評
定
所
御
定
書
」「
公
事
方
御
定
書
」
の
写
本
の
奥
書
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
左
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る

（
括
弧
内
は
引
用
者
）。

時
服
七

牧
野
越
中
守
（
貞
通
、
寺
社
奉
行
）

同

四

石
河
土
佐
守
（
政
朝
・
北
町
奉
行
）

同

四

水
野
対
馬
守
（
忠
伸
・
勘
定
奉
行
）

右
は
御
定
書
御
用
相
勤
候
ニ
付
、
於
御
座
之
間

御
目
見
、
且
又
拝
領
物
有
之
候
、

金
一
枚

御
勘
定
評
定
留
役

浅
井
半
左
衛
門
（
豫
充
）

同

断

鵜
飼
左
十
郎
（
実
道
・
御
勘
定
評
定
留
役
）

銀
拾
枚

岩
佐
郷
蔵
（
茂
矩
・
支
配
勘
定
）
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同

断

倉
橋
武
右
衛
門
（
景
平
・
支
配
勘
定
）

右
御
定
書
御
用
相
務
候
ニ
付
、
躑
躅
之
間
ニ
て
被
下
之
旨
、
松
平
左
近
将
監
殿
被
仰
渡
候
、
以
上
、

戌
四
月
六
日

67
）
『（
新
訂
）
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
、
九
・
一
五
五
頁
、
同
第
二
十
一
、
一
二
六
・
一
九
五
頁
（
昭
和
四
十
一
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）。

68
）

大
岡
忠
相
日
記
の
寛
保
三
年
七
月
十
二
日
条
に
、「
留
役
御
用
懸
り
」
と
し
て
鵜
飼
左
十
郎
と
岩
佐
郷
蔵
の
名
が
記
さ
れ
る
（
大
岡
家
文
書
刊
行
会

編
『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
』
中
巻
一
〇
〇
頁
、
昭
和
四
十
七
年
、
三
一
書
房
）。

69
）

拙
蔵
本
、
な
ら
び
に
古
書
目
録
（『
福
地
書
店
和
本
書
画
目
録
』
平
成
十
七
年
七
月
号
）
所
載
の
伝
本
。
後
者
は
名
古
屋
大
学
教
授
神
保
文
夫
氏
の

ご
教
示
に
よ
る
。

70
）

茎
田
佳
寿
子
氏
も
ま
た
、「
律
令
要
略
」
は
「
勘
定
奉
行
所
配
下
評
定
所
属
吏
の
も
と
で
」
編
纂
が
な
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（『
江
戸
幕
府

法
の
研
究
』
一
〇
一
頁
）。

71
）

高
塩
博
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
途
上
の
法
文
を
載
せ
る
法
律
書
」『
國
學
院
法
學
』
五
二
巻
一
号
。

72
）

同
右
七
九
、
一
〇
〇
〜
一
〇
二
参
照
。

73
）

い
く
つ
か
の
法
文
に
つ
い
て
「
公
事
訴
訟
取
捌
」
と
「
律
令
要
略
」
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

⑴
一
手
負
人
を
不
訴
出
五
人
組
は
、
過
料
、
名
主
ハ
戸

、

（「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
二
五
五
条
）

一
手
負
人
を
不
訴
出

名
主

戸

、
五
人
組

過
料
、

（「
律
令
要
略
」
第
六
三
四
条
）

⑵
一
女
房
ニ
疵
付
、
平
癒
候
共
理
不
尽
ニ
付
、
門
前
払
、

（「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
三
八
三
条
）

一
軽
キ
も
の
理
不
尽
ニ
妻
ニ
疵
負
セ
、
疵
平
癒
候
共

門
前
払
、

（「
律
令
要
略
」
第
六
一
一
条
）

⑶
一
牢
屋
焼
失
之
節
、
致
欠
落
候
も
の
は
、
死
罪
、

（「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
三
七
八
条
）

一
牢
屋
焼
失
之
時
、
欠
落
候
も
の

古
例
死
罪
、

（「
律
令
要
略
」
第
五
七
三
条
）

⑷
一
盗
可
仕
と
忍
入
候
得侍
）は

、
死
罪
、

（「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
三
七
七
条
）

一
盗
ニ
忍
入
候
中
小
姓
体

死
罪
、

（「
律
令
要
略
」
第
六
六
二
条
）

⑸
一
新
規
祭
仕
出
し
村
々
え
送
り
遣
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
頭
取
其
村
名
主
組
頭
、
追
放
、
古
例
、

「
公
事
訴
訟
取
捌
」
第
二
六
六
条
）

一
新
規
ニ
祭
を
仕
出
し
、
村
々
え
送
り
遣
候
も
の

古
例
頭
取

名
主

追
放
、

「
律
令
要
略
」
第
五
五
六
条
）
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⑵
と
⑷
と
に
小
さ
な
差
異
が
見
ら
れ
る
が
、
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
。
⑵
⑷
と
も
に
「
律
令
要
略
」
の
方
が
法
文
が
整
っ
て
お
り
、
解
釈
に
疑
義
の
生
じ

る
余
地
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
律
令
要
略
」
は
⑵
に
お
い
て
は
犯
罪
の
主
体
を
「
軽
キ
も
の
」
と
明
記
し
、
⑷
に
お
い
て
は
「
侍
」
を

「
中
小
姓
体
」
に
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
律
令
要
略
」
の
方
が
法
文
と
し
て
完
成
度
が
高
い
。

74
）

な
お
、「
律
令
要
略
」
と
同
じ
本
文
を
も
つ
法
律
書
に
、「
通
律
秘
訣
」
と
題
す
る
写
本
が
存
す
る
。「
通
律
秘
訣
」
は
、
本
文
の
前
に
次
の
記
事
を

存
す
る
。
そ
れ
は
⑴
御
製
大
明
律
序
、
進
大
明
律
表
、
⑵
本
朝
五
罪

異
国
五
刑
、
本
朝
八
虐

異
国
十
悪
、
本
朝
六
議

異
国
八
議
、
異
国
例
分
八
字

之
義
、
⑶
律
意
、
⑷
公
裁
得
趣
、
⑸
御
評
定
所
掛
札
、
⑹
通
例
律
、
⑺
律
目
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
⑶
律
意
と
⑷
公
裁
得
趣
と
は
、「
律
令
要
略
」
の
序
と

公
事
訴
訟
之
心
得
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
⑺
律
目
は
目
録
の
こ
と
で
あ
る
。
共
に
表
現
を
変
え
た
だ
け
で
、
内
容
は
「
律
令
要
略
」
に
同
じ

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
通
律
秘
訣
」
に
よ
る
増
補
は
、
⑴
⑵
⑸
⑹
で
あ
る
。
⑹
通
例
律
は
、
通
則
規
定
を
六
九
箇
条
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

第
二
十
三
条
に
「
一
御
三
家
御
三
卿
老
若
三
位
以
上
ハ
、
応
議
ニ
准
シ
、
伺
ノ
上
決
断
ス
ヘ
シ
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
御
三
卿
」
と
見
え
る
。
御
三
卿

の
清
水
家
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
の
創
立
で
あ
る
か
ら
、「
通
律
秘
訣
」
の
編
述
は
同
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
伝
本
は
、
都
立
中
央
図
書

館
所
蔵
本
（
架
号
六
二
三－

四
〇
）、
酒
田
市
立
光
丘
文
庫
所
蔵
本
（
架
号
三
六
五
七
）
を
確
認
で
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ほ
ど
普
及
し
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

75
）

中
田
薫
「
古
法
雑
感
」
前
掲
書
五
四
頁
。

76
）

吉
宗
の
主
導
し
た
享
保
年
間
の
日
中
律
令
法
の
研
究
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
受
容
の
研
究
』（
昭
和

五
十
九
年
、
同
朋
舎
出
版
）、
高
塩
博
「
江
戸
時
代
享
保
期
の
明
律
研
究
と
そ
の
影
響
」（
池
田
温
・
劉
俊
文
編
『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
』
第
二
巻
法
律

制
度
所
収
、
平
成
九
年
、
大
修
館
書
店
）、
同
「
荷
田
春
満
の
律
令
研
究
」（『
新
編
荷
田
春
満
全
集
』
第
九
巻
律
令
所
収
解
説
、
平
成
十
九
年
、
お
う
ふ

う
）
等
参
照
。
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